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保 健 管 理 業 務





１.令和３年度の保健管理活動について
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前年度末から続いた新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延により、保健管理室の業務（各

種の健康診断、心身の健康相談など）は大きな変更を余儀なくされ、保健管理室入口に非接触型の体温

計を設置して入室者の体調をチェックしたうえで、通常業務や健康診断にあたった。COVID-19に対す

る対応は、昨年度を上回る感染者の急増で、夜間、週末、年末年始を問わず関連する相談対応（メール、

電話）や接触者の追跡に追われることになった。とりわけ、令和４年（2022年）に入ってからは、デル

タ株からより感染力の強いオミクロン株へのウイルスの置き換わりにより、感染者数が地域社会内でも

学内でも急増した。それに伴い学内の行動調査については、「陽性者・濃厚接触者の対応」としてホー

ムページにCOVID-19感染症に対する対応をフローチャートで記載し、行動調査票を個人が主体となっ

て保健管理室へ送り、これに基づき行動調査を保健管理室が開始する方法に変更した。学内の行動調査

チーム（教育企画課、総務課）との連携は引き続きMicrosoftTeamsを利用した。

学生の健康診断については、平成22年度に一般健診と胸部Ｘ線撮影をデジタル化、平成30年度春の健

診からデジタル化・ウェブ化により効率化を進め予約制を敷いているが、コロナ蔓延防止およびペーパー

レス化の観点から新入生への健診の通知は紙媒体からウェブ（ホームページ）上での通知に変更し、予

約枠にゆとり（10分に25人）を持つようにした。また、本年度から検尿を再開したが（視力は中止継続）、

健診とは別日に簡易予約システムにより一日の提出件数を1800人までとし、密をさけて回収し、外注と

したため、６月まで健康診断期間を要した（健康診断証明書の発行は６月29日以降）。尿の再検・精査

は本年度のみ感染対策のため、再検・精査値を２＋以上とし（＋は経過観察）、対象者には、この予約

システムで得られたメールアドレスに個別通知した。本年度、健診結果は経年変化の追跡が容易になっ

たうえ可能になり、健診結果を学生自らウェブで確認できるようになっている。

健康相談のうち、身体健康分野については、平成30年度から、内科医師が１名削減され４名で担当す

ることとなり、コロナ対応を含めた業務を維持するのが精一杯で余裕のない状況になっている。メンタ

ルヘルス分野は、保健管理室の精神科医１名、学生相談総合センターの精神科医師３名、国際教育交流

センター・アドバイジング部門の精神科医師１名が担当している。応急処置業務については、日常業務

のほか、ホームカミングデイなどのその他全学行事、授業・テストの振り替え土曜日、大学入学共通テ

スト、個別試験などの救護班を担当しているが、コロナ対応のための入試救護が例年の倍以上になって

いる。また、COVID-19大学拠点ワクチン接種（７月～９月実施）の問診担当を行い、各日１名ずつ医

師を派遣した。例年同様に麻疹、風疹などの感染症予防の啓蒙活動にも力を注いでいる。

健康教育については、新入生を対象とする「健康・スポーツ科学講義」を担当し、身体・精神健康に

ついてのオンライン講義を行い、授業のスライドの内容についてはPDFを作成しダウンロードするこ

とを可能とし、受講者へ便宜を図っている。また、G30の学生を対象とする保健の講義を開講して、留

学生教育に貢献している。保健管理業務を担っている医師全員は医学系研究科健康増進医学講座（協力

講座）に属し、後進の育成に貢献している。令和元年度から留学生オリエンテーションの中で保健管理

室の利用について紹介している。

職員の健診は、業務の一部を外部委託し、人事労務課と保健管理室が協力して実施している。平成24

年度にデータ収集システムの利用開始、平成26年度に一般定期健診結果のウェブ閲覧ができるようにな

り、平成28年度に検診車による胸部Ｘ線撮影がデジタル直接撮影となり、平成30年度に職員証からバー

コードに切り替えた。今年度はCOVID-19の感染防止対策のため密を避ける目的で、健診の期間および

時間を延長して行った（東山地区は例年通り５日間だが、時間を午前・午後に延長した。鶴舞地区は例

年より１日多い５日間で行い、時間も午前・午後に延長した。）。

東山キャンパスの産業医として保健管理室の医師全員が登録され、各建物の巡視や疾病管理面接など

を行っている。精神科疾患による休職者の復職へ向けて、指導と職場との調整を行っている。平成28年

度からウェブによるストレスチェックを実施し、平成30年度より時間外労働が２ヵ月連続で月45時間を

越えた職員について、保健師による血圧測定と問診、必要に応じて、産業医面談を実施している。

COVID-19の蔓延により中止が多くなっていた巡視を今年度は通常通り行った。

今後も、学生に対しては教育企画課および学生支援課、教職員に対しては人事労務課と連携させてい

ただき、感染対策を行ったうえ、健康管理・支援を行っていきたい。COVID-19感染対策では前年度同

様に教育企画課、総務課、人事労務課の皆さんに多大なご協力を引き続きいただき、また、附属病院中

央感染制御部の八木教授には以前より引き続き貴重な助言をいただき、感謝申し上げます。

山 本 明 子
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保健管理室年間行事表（定期に行われるものに限る）

行 事 内 容 対 象 者 等

４月 学生定期健康診断（春期） 胸部Ｘ線検査、身長体重、血圧検査、会話域聴力、視診 学部生、大学院生、研究生等

健康調査、心臓問診・心電図（１年生のみ）

５月 学生定期健康診断（春期） 尿検査 ４月定期健康診断を受けた学生

学生定期健康診断（春期）の 胸部Ｘ線(診察）、心臓、血圧、栄養等の検査 健康診断（春期）の要再検査の学生、

再検査・精密検査 要精密検査者および前年度要観察者以上の学生

学生特殊健康診断 皮膚検査、眼の検査、血液検査 ＲＩ従事する学生（６月～７月新規従事者）

学生放射線取り扱い者の調査 書類調査後、特殊健康診断要・不要判定 ＲＩ従事する学生（継続従事者）

６月 学生定期健康診断（春期）の 尿検査・血液（糖）検査 ５月尿検査で要再検査の学生

再検査・精密検査

職員一般(定期･特定)健康診断 胸部Ｘ線検査、尿検査、血圧検査、身体測定、会話域聴力 全職員

問診

心電図検査、血液検査、腹囲測定 内35歳と40歳以上の職員

７月 職員一般(定期･特定)健康診断 6月一般健康診断に準ずる 全職員

学生特殊健康診断 皮膚検査、眼の検査、血液検査 ＲＩ従事する学生（８月～10月新規従事者）、

ＲＩ従事者の内,受診の指示があった学生

職員特殊健康診断 血液検査、皮膚検査、眼の検査 ＲＩ従事者の内,受診の指示があった職員

血液検査、皮膚検査、眼の検査、口腔検査、血圧検査、 有害業務に従事する職員

尿検査、胸部Ｘ線検査

職員一般健康診断後の経過観察 胸部Ｘ線検査 一般健康診断で検査対象となる職員

８月 オープンキャンパスの救護 必要に応じた応急処置 学生、職員および一般来客者

９月 学生有害物質取り扱い者の調査 書類調査後、特殊健康診断要・不要判定 有害物質等に従事する学生

ストレスチェック面接指導 診察 ストレスチェック受検結果、面談の希望した職員

職員保健指導 保健指導・血液検査（対象年齢） 特定保健指導対象外（35歳）の指導が必要な職員、

（36-39歳）の指導観察職員

10月 学生定期健康診断(秋期) 学生定期健康診断に同じ 後期(10月)入学生、5月以降来日した留学生

学生特殊健康診断 皮膚検査、眼の検査、血液検査 ＲＩ従事する学生（11月～12月新規従事者）

血液検査、皮膚検査、眼の検査、視診等 有害物質従事者の内,受診の指示があった学生

ホームカミングディの救護 必要に応じた応急処置 学生、職員および一般来訪者

学生定期健康診断の精密検査 胸部Ｘ線検査 健康診断（春期）の要観察D2以上の学生

11月 学生定期健康診断（秋期）の 尿、胸部Ｘ線（診察）、心臓、血圧の検査 健康診断（秋期）の要再検査、要精密検査の学生

再検査・精密検査

学生定期健康診断(春期未受診者) 身長体重、血圧検査 特殊健康診断対象学生

12月 学生特殊健康診断 皮膚検査、眼の検査、血液検査 ＲＩ従事する学生（１月～６月新規従事者）

職員一般(定期･特定)健康診断 職員一般（定期・特定）健康診断に同じ 特定業務に従事する職員、７月未受診の職員

職員特殊健康診断 職員特殊健康診断に同じ ＲＩ従事者の内,受診の指示があった職員、

有害業務に従事する職員

１月 大学入学共通テスト救護 必要に応じた応急処置 大学入学共通テスト受験者

職員一般健康診断後の経過観察 胸部Ｘ線検査 一般健康診断で検査対象となる職員、

半年毎経過観察の職員

２月 大学入学試験救護 必要に応じた応急処置 大学入学試験受験者

３月 学生定期健康診断 ４月の定期に準ずる 医学部学生（次年度対象者）

学務部指定の教育実習予定学生（次年度対象者）

学生定期健康診断の精密検査 ４月の定期、５月の精密検査に準ずる 定期健康診断の要観察以上の学生

（次年度対象者)

年次 職員の長時間労働者への面談 診察、問診および指導 職員

職員の復職者面談 診察 職員

職員健康診断後の相談 診察 健康診断結果で相談したい職員

生活指導 経過観察（必要に応じた診察・検査） 定期健康診断で要観察以上の学生

東海･北陸地区国立大学法人等 必要に応じた応急処置 職員採用試験受験者

職員採用試験

大学レクチャー（高等研究院） 必要に応じた応急処置 学生、職員および一般来訪者

大学院入試の救護 必要に応じた応急処置 大学院入学試験受験者

スポーツのためのメディカルチェック 必要に応じた健康診断 体育会運動部（大学公認サークル）加入学生

（注）健康相談、応急処置、精神相談は年中実施

今年度は、covid19禍の、入試救護待機の依頼数が多数あった
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健康管理対象者数の年次推移

年度
学 生 数（春）

（女子：内数）

健康診断

受診者

健康診断

春受診率

学生数（年間）

（春在籍重複：内数）

健康診断

受診者

健康診断

受診率

健康相談数（学生･職員）

一般相談 精神相談

2021 15,771 （4,796） 10,154 64.4％ 16,052 （80） 10,226 64.0％ 8,473 2,101

2020 15,772 （4,781） 3,816 24.2％ 16,029 （52） 3,847 24.1％ 3,909 2,347

2019 15,796 （4,795） 10,835 68.6％ 16,078 （69） 11,042 69.0％ 2,575 2,203

Ｈ30 15,812 （4,766） 11,075 70.0％ 16,087 （73） 11,240 70.2％ 2,105 2,285

Ｈ29 15,819 （4,734） 11,891 75.2％ 16,085 （62） 12,142 75.8％ 2,134 2,341

Ｈ28 15,852 （4,708） 11,973 75.5％ 16,100 （55） 12,177 75.9％ 2,214 2,207

Ｈ27 15,792 （4,622） 11,981 75.9％ 16,036 （61） 12,180 76.2％ 1,933 1,788

Ｈ26 15,928 （4,630） 12,117 76.1％ 16,105 （36） 12,299 76.5％ 1,791 1,948

Ｈ25 15,973 （4,644） 12,267 76.8％ 16,148 （26） 12,446 77.2％ 1,977 2,075

Ｈ24 15,895 （4,720） 12,030 75.7％ 16,073 （28） 12,211 76.1％ 2,100 2,437

Ｈ23 15,948 （4,819） 12,033 75.5％ 16,109 （27） 12,203 75.9％ 2,459 2,634

Ｈ22 15,854 （4,823） 11,758 74.2％ 15,961 （30） 11,917 74.8％ 2,222 2,659

Ｈ21 15,689 （4,784） 11,412 72.7％ 2,175 2,418

Ｈ20 15,682 （4,718） 11,594 73.9％
＊平成30年：WEB予約制

＊平成23年：G30学生開始

＊平成22年：後期入学者も全員開始、
秋期健康診断に名称変更

2,307 2,251

Ｈ19 15,794 （4,742） 11,368 72.0％ 2,212 2,278

Ｈ18 15,894 （4,718） 11,295 71.1％ 2,735 2,450

Ｈ17 15,844 （4,663） 11,159 70.4％ 2,147 2,170

年度
学 生 数（春）

（女子：内数）

健康診断

受診者

健康診断

受診率

一般相談

（学生）

精神相談

（学生･職員）

Ｈ16 15,811 （4,681） 11,598 73.4％ 2,033 1,942

Ｈ15 15,784 （4,679） 11,287 71.5％ 2,687 1,900

Ｈ14 15,741 （4,578） 11,195 71.1％ 2,686 1,820

Ｈ13 15,760 （4,394） 11,591 73.5％ ＊平成13年：５月以降在籍の留学生追加 2,500 1,462

Ｈ12
2000

15,554 （4,135） 11,214 72.1％ ＊平成12年以前：秋受入留学生センター 2,654 945

Ｈ７
1995

14,388 （2,909） 12,063 83.8％ 2,473 434

Ｈ２
1990

11,789 （2,431） 8,718 74.0％ 2,441 221

Ｓ60
1985

9,637 （1,711） 7,038 73.0％ 3,338 204

Ｓ55
1980

8,876 （1,131） 6,748 76.0％ 2,325 162

Ｓ50
1975

8,539 5,707 66.8％ 1,298 271

学生数および健康診断数：学部生･研究科生（研究生など含まず）

一般健康相談は平成16年度までは学生のみ以下職員を含む

年間受診率は春秋共に在籍し、身分の変わった重複者は除く（秋の健康診断対象外）

＊メールの健康相談（一般：covid19相談含む）が増加している



定 期 健 康 診 断 （春 期 ）

検 査 項 目 ――検査内容 受 診 対 象 者 実 施 時 期

一
次

健
診

１ 尿検査（蛋白・潜血・糖） ――別日回収 ※３ 学部学生 医学科６年生，
Ｍ２，Ｄ２～Ｄ４
保健学科２～４年生，
Ｍ２，Ｄ２，Ｄ３
３月８日（月）
～９日（火）

１年生
４月６日（火）
～９日（金）

２年生以上学部生、
大学院生、研究生
４月13日（火）
～28日（水）

２ 胸部Ｘ線検査 ※１ ――直接撮影 大学院学生

３ 身体計測（身長・体重） 研究生等

４ 血圧検査 ――血圧測定

５ 栄養（肥満・るい痩） ――ＢＭＩ法

６ 健康個人調査・会話域聴力 ――調査 ※１（新入生・医学生・希望者）

７ 心臓問診 ※２ ――調査・心電図 ※２（学部１年生のみ）

再
・

精
密

検
査

１ 尿検査（蛋白・潜血・糖） ＊―血液・尿検査

５月６日（水）
～６月30日（金）
尿検査実施のため
延長

※４ 第２回目は
10月下旬

２ 胸部Ｘ線検査 ＊―診察（直接撮影）※４
一次健診で要再検となった者
及び要精検となった者

３ 血圧検査 ――血液・心電図

４ 栄養（肥満・るい痩） ＊―血液・体脂肪
＊（前年度健康診断の結果が
指導区分Ｄ－２以上の者
も加える）

５ 心臓検査 ＊―心電図

６ 健康個人調査 ――面接

※３ コロナ感染症対策のため回収箱を設け5月に実施した。また視力検査は実施しなかった

定 期 健 康 診 断 （秋 期 ）

一
次
健
診

定期健康診断（春期）と同じ 10月入学生（４月時在籍者除く） 10月20日（水）

５月以降来日した留学生

再・精密検査（春期項目１．２．３．５．６．と同じ） 一次健診で要再検となった者 10月～11月上旬

特 殊 健 康 診 断 （定期健康診断を必ず受診すること）
検

査
項

目

１ 血液の検査 ――血算 放射性同位元素等を取り扱う実験・

実習に従事する者

１．５月10～12日

２ 皮膚の検査 ――皮膚科医の診察 ２．６月29，30日

３ 眼の検査 ――眼科医の診察（白内障） ３．10月14，15日

４ 問 診 ――健康診断に関する調査書 ４．12月１，２日

１ 有害物質取扱調査 ――取扱に関する調査書
有害物質等を取り扱う実験・実習

に従事する者
－２ 検査（医師が必要と判断した）――診察（眼・皮膚・内科）・

血液・尿

＊特殊健康診断は定期健康診断を受けてない方は受診できません。（今年度は未受検者に秋にも健診を受けるようにしています）

２.学生の健康診断

2021年度 学生の健康診断実施表
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（１）定期健康診断

ａ．実施状況（表１）

定期健康診断は、４月（春期）、10月（秋期）の２回実施した。実施項目は、感染症と生活習慣病に

重点を置いたもので、肺結核だけでなく、心・腎疾患、高血圧及び内分泌代謝疾患（糖尿病、肥満、る

い痩）と多岐にわたっている。一次健診とその精密検査を行い、受診者全員が健診終了時に医師から直

接説明を受け、後にその結果を受け取るシステムになっている。健診の実施場所は全て、保健管理室で

ある。

なお、一次健診に実施した精密検査・再検査の結果は各項目を参照されたい。

Ⅰ．定期健康診断（春期）

在籍学生全員に実施している。病院実習生（一部教育実習）については、実習前健診として対応でき

るよう３月にも健診日程をもうけている。またLGBT等の学生については個別対応している。

今年度はcovid19感染対策のため尿検査を５月提出、視力検査は中止とした。
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令和３年度 定期健康診断（春期） 受診結果

学 部 ・ 研 究 科
対象者数（５．１在籍者） 受 診 者 数 受診率

％

対象外（非正規生）

学 部 研究科 計 学 部 研究科 計 対象者数 受診者数

文学部・人文学／文学研究科 575 446 1,021 422 185 607 59.5 55 1

教育学部・教育発達科学研究科 318 239 557 226 61 287 51.5 12 1

法 学 部 ・ 法 学 研 究 科 683 141 824 450 42 492 59.7 51 7

経済学部・経済学研究科 943 135 1,078 576 35 611 56.7 12 0

理 学 部 ・ 理 学 研 究 科 1,217 560 1,777 858 394 1,252 70.5 19 2

医学部・医学系研究科 医 学 686 728 1,414 633 107 740 52.3 60 5

保健学 838 201 1,039 814 119 933 89.8 3 0

工 学 部 ・ 工 学 研 究 科 2,961 1,821 4,782 1,940 1,341 3,281 68.6 90 10

農学部・生命農学研究科 747 466 1,213 522 352 874 72.1 9 1

情報／情報文化学部・情報学研究科 597 492 1,089 365 266 631 57.9 17 1

国 際 開 発 研 究 科 201 201 68 68 33.8 23 2

多 元 数 理 科 学 研 究 科 167 167 42 42 25.1 6 0

国 際 言 語 文 化 研 究 科 13 13 3 3 23.1 0 0

環 境 学 研 究 科 404 404 198 198 49.0 31 4

創 薬 科 学 研 究 科 100 100 90 90 90.0 1 1

法科大学院・専門職学位課程 91 91 45 45 49.5 － －

国 際 言 語 セ ン タ ー － － － － － － － 4 0

国 際 教 育 交 流 セ ン タ ー － － － － － － － 17 7

そ の 他 1 1 0 0 0.0 4 0

特別研究員 － 32 28

合 計 9,565 6,206 15,771 6,806 3,348 10,154 64.4 446 70



令和３年度 定期健康診断（秋期） 受診結果

学部・研究科

後期入学生・留学生 健診未受診者 '21年度

受診率

（正規生）

正規生 受診率 対象外（非正規生） 受診者数 対象外

対象者数 受診者数 ％ 対象者数 受診者数 特殊 他院 （内数）

文 学 部 ・ 文 学 研 究 科 11 8 72.7 45 6 4（ 3） 59.7

教育学部・教育発達科学研究科 1 1 100.0 2 1 51.8

法 学 部 ・ 法 学 研 究 科 33 4 12.1 25 2 1 58.0

経済学部・経済学研究科 13 2 15.4 4 2 56.4

理 学 部 ・ 理 学 研 究 科 16 1 6.3 7 1 6 12（ 1） 70.8

医学部・医学系研究科 医 学 28 6 21.4 11 1 48 55.1

保健学 0 0 13 91.0

工 学 部 ・ 工 学 研 究 科 48 6 12.5 20 2 23 18 68.9

農学部・生命農学研究科 19 7 36.8 7 1 5 72.0

情報／情報文化学部・情報学研究科 11 1 9.1 17 4 1 57.5

国 際 開 発 研 究 科 5 1 20.0 15 1 34.0

多 元 数 理 科 学 研 究 科 2 0.0 1 24.9

国 際 言 語 文 化 研 究 科 － － － － － 1 30.8

環 境 学 研 究 科 20 4 20.0 14 1 1 8 49.8

創 薬 科 学 研 究 科 0 2 2 90.0

法科大学院・専門職学位課程 － － － － － 49.5

国 際 言 語 セ ン タ ー － － － 7 －

国 際 教 育 交 流 セ ン タ ー － － － 38 －

そ の 他 － － － 0.0

合 計 207 41 19.8 215 19 31 115（ 4） 64.7

＊対象者の内82名は春期にも当大学の学生

＊covid19状況下で対象者以外の学生も受診しているため秋期受診率は参考値

Ⅱ．定期健康診断（秋期）

遠方でのWEB授業のみの学生もおり、多くの留学生が来日できずにいた。

５月以降に渡日した留学生・後期入学生（４月末現在で名古屋大学に籍のあった学生は除く）および

特殊健康診断対象者で今年度４月の健康診断未受診の学生に対して、健康診断を実施している。また昨

年度から来日できなかった学生と４月未受検だった学部新1年生も併せて実施した。
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ｂ．精密検査

胸部Ｘ線検査：直接撮影を実施した。第１回（春期）で異常を疑われた学生および前年度からの要観

察者（Ｄ－２以上）を対象に診察を実施した。

第２回（秋期）では異常を疑われた学生については診察を行った。春期の検査にて要

観察（年２回受診）と判定した学生に対しては直接撮影を実施し、要医療（医療機関

に通院中）の学生については診察を行った。

尿 検 査：今年度は健診後の別日に回収し、外注にて蛋白・潜血・糖の項目を検査した。陽性は

再検査し、さらに陽性の学生に精密検査を行った。一次検査・再検査で蛋白・潜血・

糖いづれかが「＋＋」以上もしくは蛋白・潜血がともに「＋」の学生を陽性とした。

蛋白・潜血「＋」は経過観察とした。

血 圧 検 査：自動血圧計を用い座位で測定し、収縮期血圧（ＳＢＰ）140mmHg以上もしくは拡張

期血圧（ＤＢＰ）90mmHg以上を再検査対象としている。再検査は５分間安静後、

自動血圧計あるいは、仰臥位で測定および指導を行い、ＳＢＰ160mmHg以上もしく

はＤＢＰ95mmHg以上に精密検査を行った。

心 臓 検 査：学部新１年生に心臓問診を行い、必要のある学生（運動部および心電図異常の既往が

ある・有症状のある）に心電図検査を行った。また従来からの要観察者（Ｄ－２以上）、

胸部Ｘ線検査で心精検と判定された学生に対しても同様に心電図検査を実施した。

栄 養：ＢＭＩ（BodyMassIndex、体重（kg）÷［身長（m）］２）が15以下をるい痩・30以上

を肥満とし希望した学生に精密検査を行った。ただし学部１年生の肥満対象者は必須

とした。

問診、視診、触診にて疾患の疑いのある学生に病院紹介を行っている。

秋期健診においては、栄養以外の項目について精密検査を行っている。
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項目
再 検 査

精 密 検 査 内 容
内 容 結 果

尿
蛋白・潜血 陽 性 検 尿 沈査

糖 陽 性 採 血 空腹時血糖・グリコヘモグロビンA1c

血 圧
座位・自動血圧計

↓
仰臥位・水銀血圧計

SBP160以上
もしくは
DBP95以上

心電図

項目 精 密 検 査 内 容

肥 満

計 測 体脂肪率（インピーダンス法），腹囲測定（臍の高さ）

採 血
総コレステロール，HDLコレステロール，LDLコレステロール，中性脂肪，GOT，GPT，
γ－GTP，尿酸，インスリン，空腹時血糖
（ただし新規でこの検査を受診する学生はグリコヘモグロビンA1cも）

るい痩 採 血 総蛋白，ALB，A/G，GOT，GPT，血清アミラーゼ，尿素窒素，総コレステロール



令和３年度 胸部Ｘ線 精密検査結果

学部・研究科
有所見
判定数

（内）心
精
へ

第 １ 回 第 ２ 回

対象

者数

判 定 区 分

未
受
検

対象

者数

判 定 区 分

未
受
検

D－3D－2D－1A－1 D－3D－2D－1A－1
文 学 部 16 0 0
教 育 学 部 5 1 1 0
法 学 部 16 1 0 0
経 済 学 部 19 1 2 1 1 0
理 学 部 21 2 1 1 1 1

医 学 部
医 学 科 18 1 1 1 0
保健学科 21 2 3 2 1 0

工 学 部 60 3 7 4 1 2 2 1 1
農 学 部 15 2 2 2 1 1
情報・情報文化学部 6 2 2 0
人文学・文学研究科 2 1 1 1 1
教育発達科学研究科 1 3 1 2 1 1
法 学 研 究 科 3 2 2 0
経 済 学 研 究 科 1 1 0
情報学・情報科学研究科 12 0 0
理 学 研 究 科 13 1 2 2 0
医 学 系
研 究 科

医学専攻 4 0 0
保健学専攻 5 1 0 0

工 学 研 究 科 48 2 4 1 2 1 2 1 1
生 命 農 学 研 究 科 13 1 1 0
国 際 開 発 研 究 科 0 0
多元数理科学研究科 3 0 0
環 境 学 研 究 科 13 2 1 1 0
創 薬 科 学 研 究 科 4 0 0
法・専門職学位課程 0 0
そ の 他 0 0

春期
学 部 197 8 20 7 7 5 1 0 5 0 3 2 0 0
研 究 科 121 4 16 2 9 4 1 0 4 1 1 2 0 0

秋期 学部・研究生 3 0 1 1 0 － － － － － －
合 計 321 12 37 9 17 9 2 0 9 1 4 4 0 0

判定区分は以下のように生活規制、医療の両面を考慮して決定した。

判 定 区 分

１.生活規制面からの区分

記 号

�．（要休業） 授業を休む必要のあるもの

�．（要軽業） 授業制限を加える必要のあるもの

�．（要注意） 授業をほぼ平常に行ってよいもの

�．（健 康） 全く正常の生活でよいもの

２.医療面からの区分

記 号

１．（要医療） 医師による直接の医療行為を必要とするもの

２．（要観察） 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必

要とするもの

３．（健 康） 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの

注：学校保健安全法施行規則別表第一による。

再検査、精密検査を受けた結果，生活指導を要する者については、医師が直接指導した。

また精密検査項目以外の通院中の学生および障がいのある学生に対して状況確認した。
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令和３年度 腎臓（尿蛋白・潜血） 再検査検査結果

学 部 ・ 研 究 科
蛋 白 再 検 査 潜 血 再 検 査

対象者数 異常なし 要精検 未受検 対象者数 異常なし 要精検 未受検
文 学 部 1 1 2 1 1
教 育 学 部 0 0
法 学 部 0 1 1
経 済 学 部 2 2 3 3
理 学 部 4 1 3 5 3 2

医 学 部
医 学 科 0 1 1
保健学科 1 1 1 1

工 学 部 7 7 8 1 7
農 学 部 3 3 5 2 3
情報・情報文化学部 1 1 1 1
人文学・文学研究科 2 2 2 2
教育発達科学研究科 2 2 2 2
法 学 研 究 科 0 1 1
経 済 学 研 究 科 0 1 1
情報学・情報科学研究科 1 1 1 1
理 学 研 究 科 2 2 2 2
医 学 系
研 究 科

医学専攻 1 1 2 1 1
保健学専攻 1 1 1 1

工 学 研 究 科 3 3 5 2 3
生 命 農 学 研 究 科 1 1 2 1 1
国 際 開 発 研 究 科 0 0
多元数理科学研究科 0 1 1
環 境 学 研 究 科 0 0
創 薬 科 学 研 究 科 0 1 1
法・専門職学位課程 0 0
そ の 他 0 0

春期
学 部 19 2 17 0 27 6 18 3
研 究 科 13 0 13 0 21 6 14 1

秋期 学部・研究生 0 0
合 計 34 2 30 0 48 12 32 4

令和３年度 腎臓 精密検査結果

学 部 ・ 研 究 科 対象者数
判定区分

未受検
備 考

�－３ �－２ �－１ 経過観察
文 学 部 1 1 1
教 育 学 部 0 1
法 学 部 0 6
経 済 学 部 3 2 1 5
理 学 部 4 1 2 1 10

医 学 部
医 学 科 1 1 2
保健学科 0 8

工 学 部 8 1 3 3 1 11
農 学 部 3 1 2 2
情報・情報文化学部 1 1 4
人文学・文学研究科 2 1 1 2
教育発達科学研究科 2 1 1 2
法 学 研 究 科 0
経 済 学 研 究 科 0
情報学・情報科学研究科 1 1 1
理 学 研 究 科 2 1 1 2
医 学 系
研 究 科

医学専攻 1 1 2
保健学専攻 1 1 2

工 学 研 究 科 3 1 2 12
生 命 農 学 研 究 科 1 1 1
国 際 開 発 研 究 科 0 2
多元数理科学研究科 1 1
環 境 学 研 究 科 1 1 3
創 薬 科 学 研 究 科 0 1
法・専門職学位課程 0 2
そ の 他 0

春期
学 部 21 2 7 9 3 50
研 究 科 15 1 6 7 1 32 １名通院中

秋期 学部・研究生 0 1
合 計 36 3 13 16 4 83 他３名通院中
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令和３年度 尿糖 再検査・精密検査結果

学 部 ・ 研 究 科
再 検 査 精 密 検 査 の 判 定 区 分 備 考

対象者数 異常なし 要精検 未受検 �－３ �－２ �－１ Ａ－１ 未受検 経過観察
文 学 部 0 0
教 育 学 部 1 1 1
法 学 部 0 0
経 済 学 部 0 0
理 学 部 3 3 1 2

医 学 部
医 学 科 0 0
保健学科 3 1 2 2 1

工 学 部 0 0 1
農 学 部 1 1 1
情報・情報文化学部 0 0
人文学・文学研究科 0 0
教育発達科学研究科 0 0
法 学 研 究 科 0 0
経 済 学 研 究 科 0 0
情報学・情報科学研究科 0 0
理 学 研 究 科 3 2 1 2 1
医 学 系
研 究 科

医学専攻 0 0
保健学専攻 2 2 2

工 学 研 究 科 1 1 1 2
生 命 農 学 研 究 科 0 0
国 際 開 発 研 究 科 0 0
多元数理科学研究科 0 0
環 境 学 研 究 科 2 2 1 1
創 薬 科 学 研 究 科 0 0
法・専門職学位課程 1 1 1
そ の 他 0 0

春期
学 部 8 1 7 0 0 1 6 0 0 2
研 究 科 9 0 8 1 0 2 5 1 0 3

秋期 学部・研究生 0
合 計 17 1 15 1 0 3 11 1 0 5 他４名：通院中

令和３年度 血圧 再検査・精密検査結果

学 部 ・ 研 究 科
再 検 査 精 密 検 査 の 判 定 区 分

備 考
対象者数 異常なし 要精検 未受検 �－３ �－２ �－１ 未受検

文 学 部 6 6 0
教 育 学 部 1 1 0
法 学 部 6 5 0 1
経 済 学 部 3 2 0 1
理 学 部 11 10 0 1

医 学 部
医 学 科 12 12 0
保健学科 5 5 0

工 学 部 27 26 0 1
農 学 部 6 5 1 1
情報・情報文化学部 6 6 0
人文学・文学研究科 1 1 0
教育発達科学研究科 0 0
法 学 研 究 科 2 1 0 1
経 済 学 研 究 科 1 1 0
情報学・情報科学研究科 8 8 0
理 学 研 究 科 7 7 0
医 学 系
研 究 科

医学専攻 5 3 2 2
保健学専攻 4 3 1 1

工 学 研 究 科 26 23 1 2 1
生 命 農 学 研 究 科 7 7 0
国 際 開 発 研 究 科 2 0 2
多元数理科学研究科 1 1 0
環 境 学 研 究 科 4 3 1 1
創 薬 科 学 研 究 科 2 2 0
法・専門職学位課程 1 1 1
そ の 他 1 0 1

春期
学 部 83 78 1 4 0 0 1 0
研 究 科 72 60 6 6 0 1 5 0

秋期 学部・研究生 4 3 1 0 0 1 0 0
合 計 159 141 8 10 0 2 6 0 他４名：通院中
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令和３年度 心臓 精密検査結果

学 部 ・ 研 究 科 問診所見あり
異常なし 対象者数

判 定 区 分
未受検 備 考

�－３ �－２ �－１
文 学 部 4 2 1 1
教 育 学 部 2 0
法 学 部 8 6 1 1 2 2
経 済 学 部 6 8 5 2 1
理 学 部 5 10 5 1 4

医 学 部
医 学 科 6 4 3 1
保健学科 6 9 2 1 6

工 学 部 32 24 12 6 4 2
農 学 部 4 3 3
情報・情報文化学部 3 2 2
人文学・文学研究科 0
教育発達科学研究科 0
法 学 研 究 科 0
経 済 学 研 究 科 0
情報学・情報科学研究科 1 1
理 学 研 究 科 2 1 1
医 学 系
研 究 科

医学専攻 1 1
保健学専攻 1 1

工 学 研 究 科 8 3 5
生 命 農 学 研 究 科 0
国 際 開 発 研 究 科 0
多元数理科学研究科 0
環 境 学 研 究 科 0
創 薬 科 学 研 究 科 0
法・専門職学位課程 0
そ の 他 0

春期
学 部 76 68 33 10 19 6
研 究 科 0 13 5 0 8 0

秋期 学部・研究生 0 0 他２名：通院中
合 計 76 81 38 10 27 6 他15名：通院中

令和３年度 肥満（BMI30以上） 精密検査結果 30以上：110名

学 部 ・ 研 究 科 対象者数
判 定 区 分

未受検 備 考
�－３ �－２ �－１

文 学 部 2 2
教 育 学 部 1 1
法 学 部 5 2 1 2
経 済 学 部 6 2 4
理 学 部 9 7 2

医 学 部
医 学 科 2 1 1
保健学科 3 3

工 学 部 7 4 1 2
農 学 部 3 2 1
情報・情報文化学部 4 4
人文学・文学研究科 3 2 1
教育発達科学研究科 0
法 学 研 究 科 1 1
経 済 学 研 究 科 0
情報学・情報科学研究科 4 1 1 2
理 学 研 究 科 3 1 1 1
医 学 系
研 究 科

医学専攻 3 2 1
保健学専攻 0

工 学 研 究 科 16 1 11 4
生 命 農 学 研 究 科 4 3 1
国 際 開 発 研 究 科 3 2 1
多元数理科学研究科 1 1
環 境 学 研 究 科 1 1
創 薬 科 学 研 究 科 3 2 1
法・専門職学位課程 2 2
そ の 他 0

春期
学 部 42 28 3 11
研 究 科 44 3 27 2 12

合 計 86 3 55 5 23
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令和３年度 るい痩（BMI15以下） 精密検査結果 15以下：25名

学 部 ・ 研 究 科 対象者数
判 定 区 分

未受検 備 考
�－３ �－２ �－１

文 学 部 2 1 1
教 育 学 部 0
法 学 部 0
経 済 学 部 2 1 1
理 学 部 1 1

医 学 部
医 学 科 1 1
保健学科 1 1

工 学 部 2 1 1
農 学 部 0
情報・情報文化学部 0
人文学・文学研究科 0
教育発達科学研究科 2 2
法 学 研 究 科 0
経 済 学 研 究 科 0
情報学・情報科学研究科 0
理 学 研 究 科 1 1
医 学 系
研 究 科

医学専攻 0
保健学専攻 1 1

工 学 研 究 科 0
生 命 農 学 研 究 科 0
国 際 開 発 研 究 科 2 1 1
多元数理科学研究科 1 1
環 境 学 研 究 科 0
創 薬 科 学 研 究 科 0
法・専門職学位課程 0
そ の 他 0

春期
学 部 9 5 1 0 3
研 究 科 7 2 3 0 2

合 計 16 7 4 0 5

令和３年度 その他通院中結果

疾 患 名
判定区分

備 考
�－１

甲 状 腺 疾 患 26
肝 臓 疾 患 3
貧 血 1
て ん か ん 9
消 化 器 系 疾 患 9 クローン病・潰瘍性大腸炎など
自 己 免 疫 疾 患 3 SLE・リウマチなど

四 肢 機 能 障 が い 1
そ の 他 14 悪性疾患など

合 計 66
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表 １
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（２）特殊健康診断

本健診は放射線（表２）あるいは有害物質を取り扱う（表３，４）学生に対して行うものである。健

診項目および健診結果を表に示した。

＊以下 学部・研究科は略し，対象外は含まず。 （例：理学部・理学研究科 → 理学部etc）



令和３年度 放射線従事学生状況および検査結果

１．皮膚検査

学部・研究科
継続者 新規従事者 および 要観察者 受検者の検査結果

合 計検査
不要

第１回 第２回 第３回 第４回 他機関 計
異常
なし

�－２
要観察

�－１
要医療

理 学 部 151 70 9 7 3 2 91 91 242

医 学 部 ・ 医 19 11 6 2 0 0 19 19 38

医 学 部 ・ 保 105 2 0 0 41 0 43 43 148

工 学 部 534 233 43 34 25 1 336 336 870

農 学 部 48 12 5 0 12 3 32 32 80

環 境 13 3 2 0 0 0 5 5 18

創 薬 6 3 1 0 0 0 4 4 10

他 の 所 属 2 0 2 0 0 0 2 2 4

そ の 他 3 6 0 0 0 0 6 6 9

合 計 881 340 68 43 81 6 538 538 0 0 1,419

２．眼の検査

学部・研究科
継続者 新規従事者 および 要観察者 受検者の検査結果

合 計検査
不要

第１回 第２回 第３回 第４回 他機関 計
異常
なし

�－２
要観察

�－１
要医療

理 学 部 151 70 9 7 3 2 91 91 242

医 学 部 ・ 医 19 11 6 2 0 0 19 19 38

医 学 部 ・ 保 105 2 0 0 41 0 43 43 148

工 学 部 534 233 43 34 25 1 336 336 870

農 学 部 48 12 5 0 12 3 32 32 80

環 境 13 3 2 0 0 0 5 5 18

創 薬 6 3 1 0 0 0 4 4 10

他 の 所 属 2 0 2 0 0 0 2 2 4

そ の 他 3 6 0 0 0 0 6 6 9

合 計 881 340 68 43 81 6 538 538 0 0 1,419

３．血液検査

学部・研究科
継続者 新規従事者 および 要観察者 受検者の検査結果

合 計検査
不要

第１回 第２回 第３回 第４回 他機関 計
異常
なし

�－２
要観察

�－１
要医療

理 学 部 151 70 9 7 3 2 91 89 2 242

医 学 部 ・ 医 19 11 6 2 0 0 19 19 38

医 学 部 ・ 保 105 2 0 0 41 0 43 41 2 148

工 学 部 532 233 45 34 25 1 338 333 3 2 870

農 学 部 48 12 5 0 12 3 32 32 80

環 境 13 3 2 0 0 0 5 5 18

創 薬 6 3 1 0 0 0 4 4 10

他 の 所 属 1 0 3 0 0 0 3 2 1 4

そ の 他 3 6 0 0 0 0 6 6 9

合 計 878 340 71 43 81 6 541 531 7 3 1,419

その他：実験研究等のため受け入れている日本学術振興会特別研究員・他大学生

Ⅰ．放射線同位元素等を取り扱う実験・実習に従事する学生
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６－２ 放射線を取り扱う学生の特殊健康診断実施要領

名古屋大学において放射線業務（RI，放射線発生装置，Ｘ線発生装置等を用いた実習，実験，診療

等）を行う学生（学部生，大学院生，研究生等）は以下に従い，「特殊健康診断」を受けなければなら

ない。

対象者区分

１．新規従事者

１）新たに放射線業務を行う者：

問診及び検査（血液，皮膚，眼の検査）が必須である。その後の健康診断は，継続従事者に準

じて実施する。

２．継続従事者

１）継続して放射線業務を行う者：

一年を超えない期間ごとに問診を必ず受け，必要に応じて検査（血液，皮膚，眼の検査）を受

けなければならない。

２）放射線業務あるいは従事者登録の期間にブランクがある者（過去にRIを取り扱ったがその後放

射線業務をせず放射線業務従事者としての登録をしていない者，海外留学などで放射線業務に中

断期間がある者等）：

放射線業務を始める前に問診を必ず受け，必要に応じて検査（血液，皮膚，眼の検査）を受け

なければならない。所属部局の放射線取扱主任者は中断期間等について被ばく歴等の調査，判

定を行う。

３．RI資格追加取得者，名大では新規だが学外で従事歴がある者

１）RI資格追加取得者（第３種資格（Ｘ線）所持者が第２種資格（RI）を追加取得する場合，すな

わち，Ｘ線装置を使用する電離放射線障害防止規則のみに係る放射線業務従事者が，新たに放射

線障害防止法に係る放射線業務従事者になる場合）：

新規従事者として特殊健康診断（問診及び検査（血液，皮膚，眼の検査））を受けなければな

らない。所属部局の放射線取扱主任者は，過去の（Ｘ線業務従事期間の）被ばく歴を調査し評

価する。

２）名大では新規だが学外で従事歴がある者（名古屋大学外で既に放射線業務歴がある者が，名古屋

大学で新たに放射線業務に従事する場合）：

所属部局の放射線取扱主任者は，従事者が添付する学外従事時の被ばく記録をもとに，過去の

被ばく歴を調査し評価する。

放射線業務従事者特殊健康診断問診受検票（以下，「問診受検票」という。）

１．本人用，教務係・放射線管理室用，保健管理室用の三枚複写になっている。

２．年度当初に保健管理室から各部局教務係に配付されたものを「手続きの流れ」に沿って処理する。
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その他

１．名古屋大学保健管理室での血液検査は採血日をもって検査完了とみなす。但し，後日保健管理室か

ら送付される血液検査データ（２枚つづり）を，教務係は一部を本人に配付するとともに一部を保

管又は放射線管理室に送付する。

２．健康診断結果（問診受検票及び血液検査データ）は本人保管を原則とする。本人は放射線管理室か

らの依頼に応じてその写しを提出する義務がある。提出のない場合は放射線業務従事者としての登

録ができない。

３．急なRI業務開始や予定外のRI業務等で特殊健康診断を受ける必要がある場合，年間健診予定期日

に関し保健管理室に確認し，他施設で受診する。そのうえで，保健管理室で判定を受ける必要があ

る。その場合，結果は６ヵ月以内のものを有効とする。

４．放射線取扱主任者，保健管理室長は被ばく予想量が５mSv以下であっても必要に応じて検査を勧

告できる。また本人も検査を希望・受診することができる。

５．妊娠中，妊娠の可能性のある女子従事者は放射線取扱主任者にその旨照会する。
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特殊健康診断の手続きの流れ【学生】

各枠外に主たる作業者を　学：学生，事：事務係，放：主任者，保：保健管理室　で示す。

新規放射線業務従事者 継続放射線業務従事者

4月中・下旬
学 放射線業務予定者は担当事務係（教務係，教室事務など）で問診受検票を受け取る。

（部局によっては担当事務から従事予定者に問診受検票を配付する。）

学 問診受検票に必要事項を記入する

学 所属部局の担当事務係（教務係，教室事
務など）に提出する

事 担当事務係は放射線取扱主任者に被ばく
歴等の記入を依頼する

放 放射線取扱主任者は被ばく歴等記入・捺
印後，担当事務係に返送する

事 担当事務係は書類を取りまとめ，保健管
理室に返送する

保 保健管理室において医師が判定を行う

受検を要する 受検を要しない

保健管理室は担当事務係を経由して本人に，
検査日通知書と判定が記された問診受検票を
送付する

学 指定日に血液，皮膚及び眼の検査を受検する
（当日，受検者は本人用写しを受け取る）

（新規従事者は当日，問診判定も受けることになる）

保 保健管理室は結果の写しを担当事務係に返送する

事 担当事務係は結果を取りまとめ，「受検を要しない者」に対し結果（本人用）を返送
すると同時に，結果（教務・保管用）を放射線管理室／教務に送付／保管する。
再度検査が必要と診断された者は保健管理室で再検査を受けさせること。
後日，保健管理室から送付される血液データ（２枚つづり）の１部は本人へ，１部は
放射線管理室／教務に送付／保管する。

＊：特殊健康診断予定期間はここに示した時期を含め年 4回設けられている。

新規者は 5月上旬，継続者は 7月上旬＊



表 ２

放射線業務従事者特別健康診断問診受検票
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放射線業務従事者特別健康診断問診受検票
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調査結果 健康診断結果

学部・研究科
有害物質
取扱者

健康診断
対象者

受診者
検
査

学部・
研究科

受検者
受 検 者 の 結 果

異常なし 所見有り 所見・要医 未受検

理 学 部 133 0 0

内
科

理 0

医 0医学部･医 学 1 0 0
保 健 0

医学部･保健学 2 0 0
工 3 3

工 学 部 167 3 3 農 0

農 学 部 0 0 0 情 報 0

情 報 学 部 0 0 0 環 境 0

創 薬 0環境学研究科 2 0 0
その他 6 6

創薬科学研究科 12 0 0

皮
膚

理 0
そ の 他 9 6 6

医 0

合計 326 9 9 保 健 0

工 3 3※対象者は、昨年同様COVID-19蔓延に伴

い、自覚症状のある学生 農 0

情 報 0

環 境 0

創 薬 0

その他 6 6

眼

理 0

医 0

保 健 0

工 0

農 0

情 報 0

環 境 0

創 薬 0

その他 0

血
液

理 0

医 0

保 健 0

工 0

農 0

情 報 0

環 境 0

創 薬 0

その他 0

今年度より有害物質取り扱い状況をWEB調査で実施したが、多くの学生が入力しなかった。

尿検査は、定期健診の検査内容（蛋白・潜血）のみとし、ウロビリ検査をなくし肝機能は血液検査で

判定をした。

Ⅱ．有害物質を取り扱う実験・実習に従事する学生

令和３年度 有害物質等従事学生の調査および検査結果
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表 ３
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表 ３
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表 ４
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職員一般定期健康診断実施状況

検 査 項 目 対 象 人 員 実 施 時 期（月）

胸 部 Ⅹ 線 撮 影 検 査 約 6,800人 ７（12）

尿 検 査 約 7,400 ７（12）

血 圧 検 査 約 7,400 ７（12）

肝 臓 機 能 検 査

約 4,200

７（12）
脂 質 検 査

貧 血 検 査

糖 質 検 査

心 電 図 検 査
７（12）

腹 囲 測 定

聴 力 検 査 （ 1000／ 4000Hz） 約 3,500 ７（12）

（ ）書きは７月受診できなかった者

職員一般定期健康診断実施要項

検 査 項 目 実施回数 対 象 者

尿 検 査

年１回

全職員

ただし，胸部Ｘ線検査においてＤ－２以上の判定

を受けた場合，年２回とする

胸 部 Ｘ 線 直 接 撮 影 検 査

血 圧 検 査

身 長 体 重 ・ 視 力 検 査

肝 臓 機 能 検 査

脂 質 検 査

貧 血 検 査

糖 質 検 査 年１回 35歳及び40歳以上の職員

心 電 図 検 査

腹 囲 測 定

聴 力 検 査 （1000／4000Hz） 年１回 35歳・40歳および45歳以上の職員

職員がん検診実施要項

検 査 項 目 実施時期 対 象 者（本年度末年齢）

胃 の Ｘ 線 直 接 撮 影 検 査 11 月 40歳以上の職員で受検を希望する者

乳 が ん 検 査 １ 月 21歳以上の奇数歳の女子職員で受検を希望する者

大腸がん検診（便潜血反応検査） ７（12）月 40歳以上の職員で受検を希望する者

３.職員の健康診断

１）一般定期健康診断

職員の健康診断は職員課福祉係（掛名称変更）が計画を立案、統括している。

定期健康診断の実施状況、実施要項は別表の通りである。一部の項目で二次健診（精密検査）も実施

している。必要に応じて外部機関への受診をすすめ、紹介等を行っている。
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令和３年度 職員一般（定期・特定）健康診断実施結果

№ 部 局 名 対象者数 受診者数 未受診者数 受 診 率 備 考

1 （機構）事 務 局 5 3 2 60.0%
2 （機構）総 務 部 171 158 13 92.4%
3 （機構）経 営 企 画 部 35 32 3 91.4%
4 （機構）教 育 戦 略 部 137 119 18 86.9%
5 （機構）研 究 戦 略 部 105 94 11 89.5%
6 （機構）施 設 統 括 部 97 90 7 92.8%
7 （機構）情 報 推 進 部 27 22 5 81.5%
8 附 属 図 書 館 85 82 3 96.5%
9 （機構）経 理 事 務 セ ンター 125 119 6 95.2%
10 （機構）監 査 室 5 4 1 80.0%
11 学術研究・産学官連携推進本部 45 38 7 84.4%
12 国 際 機 構 35 24 11 68.6%
13 情 報 基 盤 セ ン タ ー 28 26 2 92.9%
14 教 育 基 盤 連 携 本 部 8 6 2 75.0%
15 動 物 実 験 支 援 セ ンター 7 6 1 85.7%
16 大 学 院 人 文 学 研 究 科 104 66 38 63.5%
17 教育学部・教育発達科学研究科 35 24 11 68.6%
18 教育学部附属中学校・高等学校 36 29 7 80.6%
19 法 学 部 ・ 法 学 研 究 科 83 58 25 69.9%
20 経済学部・経済学研究科 37 29 8 78.4%
21 文 系 事 務 部 70 63 7 90.0%
22 情報学部・情報学研究科 143 113 30 79.0%
23 理 学 部 ・ 理 学 研 究 科 279 256 23 91.8%
24 医 学 部 ・ 医 学 系 研 究 科 679 641 38 94.4%
25 医学部・医学系研究科 （保健） 84 70 14 83.3%
26 医 学 部 附 属 病 院 2,104 2,053 51 97.6%
27 工 学 部 ・ 工 学 研 究 科 510 457 53 89.6%
28 農学部・生命農学研究科 189 156 33 82.5%
29 大 学 院 国 際 開 発 研 究 科 25 19 6 76.0%
30 大学院多元数理科学研究科 65 52 13 80.0%
31 大 学 院 環 境 学 研 究 科 149 115 34 77.2%
32 大 学 院 創 薬 科 学 研 究 科 30 25 5 83.3%
33 教 養 教 育 院 26 25 1 96.2%
34 博 士 課 程 教 育 推 進 機 構 4 4 0 100.0%
35 アジアサテライトキャンパス学院 8 3 5 37.5%
36 環 境 医 学 研 究 所 43 41 2 95.3%
37 未来材料・システム研究所 150 135 15 90.0%
38 宇 宙 地 球 環 境 研 究 所 92 82 10 89.1%
39 研 究 所 事 務 部 23 20 3 87.0%
40 アイソトープ 総 合 センター 7 7 0 100.0%
41 遺 伝 子 実 験 施 設 13 13 0 100.0%
42 物質科学国際研究センター 15 14 1 93.3%
43 博 物 館 11 10 1 90.9%
44 心の発達支援研究実践センター 10 7 3 70.0%
45 生物機能開発利用研究センター 22 21 1 95.5%
46 シンクロトロン光研究センター 13 13 0 100.0%
47 減 災 連 携 研 究 セ ンター 35 28 7 80.0%
48 細 胞 生 理 学 研 究 センター 4 3 1 75.0%
49 脳 とこころの研 究 センター 5 5 0 100.0%
50 ナショナルコンポジットセンター 12 10 2 83.3%
51 予防早期医療創成センター 5 4 1 80.0%
52 低温プラズマ科学研究センター 29 22 7 75.9%
53 数理・データ科学教育研究センター 5 3 2 60.0%
54 総合保健体育科学センター 35 33 2 94.3%
55 高 等 研 究 院 3 2 1 66.7%
56 トランスフォーマティブ生命分子研究所 76 67 9 88.2%
57 素 粒 子 宇 宙 起 源 研 究 所 17 15 2 88.2%
58 未 来 社 会 創 造 機 構 118 90 28 76.3%
59 アジア共 創 教 育 研 究 機 構 5 1 4 20.0%

小 計 6,323 5,727 596 90.6%
内 数 ： 人 間 ド ッ ク 受 検 者 791

対象：常勤及び20時間以上の非常勤（育休等は除く）
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令和３年度 職員一般（定期・特定）健康診断実施結果（胸部Ｘ線直接撮影）

部 局 名 対象者数 受検者数 未受検者数 受検率 要精検 要観察 備 考

東 山 地 区 3,547 2,413 1,134 68.0% 18 17

鶴 舞 地 区 3,104 2,692 412 86.7% 7 11

大 幸 地 区 他 118 79 39 66.9% 1 0

小 計 6,769 5,184 1,585 76.6% 26 28

経 過 確 認 者（他機関含む） 16 15

人 間 ド ッ ク 受 検 者 791

合 計 6,769 5,991 778 88.5% 26 43

対象者には特殊健康診断指示の者も含まれる

令和３年度 職員一般（定期・特定）健康診断実施結果（尿：蛋白・糖・潜血）

回 部 局 名 対象者数 受検者数 未受検者数 受検率 要精検 要観察 備 考

1 東 山 地 区 3,698 2,369 1,329 64.1% 70 0

鶴 舞 地 区 3,559 3,064 495 86.1% 124 0

大 幸 地 区 他 118 75 43 63.6% 0 0

小 計 7,375 5,508 1,867 74.7% 194 0

2 東 山 地 区 等 1,988 1,007 981 50.7% 40 0

※1 鶴 舞 地 区 等 2,865 2,310 555 80.6% 104 0

大 幸 地 区 他 63 28 35 44.4% 1 0

小 計 4,916 3,345 1,571 68.0% 145 0

人 間 ド ッ ク 受 検 者 791

合 計 12,291 9,644 2,647 78.5% 145 0

※１ 対象者は特定対象者及び定期健康診断未受検だった者を含む

令和３年度 職員一般（定期・特定）健康診断実施結果（血圧検査）

回 部 局 名 対象者数 受検者数 未受検者数 受検率 要精検 要観察 備 考

1 東 山 地 区 3,697 2,362 1,335 63.9% 66 389

鶴 舞 地 区 3,559 3,070 489 86.3% 27 381

大 幸 地 区 他 118 74 44 62.7% 0 14

小 計 7,374 5,506 1,868 74.7% 93 784

2 東 山 地 区 等 1,987 1,008 979 50.7% 29 166

※2 鶴 舞 地 区 等 2,865 2,338 527 81.6% 18 202

大 幸 地 区 他 63 28 35 44.4% 0 5

小 計 4,915 3,374 1,541 68.6% 47 373

人 間 ド ッ ク 受 検 者 791

合 計 12,289 9,671 2,618 78.7% 47 373

※２ 対象者は特定対象者及び定期健康診断未受検だった者を含む

令和３年度 職員一般（定期・特定）健康診断実施結果（血液検査）

部 局 名 対象者数 受検者数 未受検者数 受検率 要精検 要観察 備 考

東 山 地 区 4,221 1,954 2,267 46.3% 48 77

鶴 舞 地 区 3,811 2,983 828 78.3% 49 111

大 幸 地 区 他 125 62 63 49.6% 0 2

小 計 8,157 4,999 3,158 61.3% 97 190

人 間 ド ッ ク 受 検 者 791

合 計 8,157 5,790 2,367 71.0% 97 190

特定対象者を名大オリジナルで実施している
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令和３年度 職員一般（定期・特定）健康診断実施結果（心電図検査）

部 局 名 対象者数 受検者数 未受検者数 受検率 要精検 要観察 備 考

東 山 地 区 3,586 1,779 1,807 49.6% 75 77

鶴 舞 地 区 1,594 1,313 281 82.4% 31 37

大 幸 地 区 他 102 61 41 59.8% 2 6

小 計 5,282 3,153 2,129 59.7% 108 120

人 間 ド ッ ク 受 検 者 791

合 計 5,282 3,944 1,338 74.7% 108 120

令和３年度 職員一般（定期・特定）健康診断実施結果（聴力：オージオ検査）

部 局 名 対象者数 受検者数 未受検者数 受検率 要精検 要観察 備 考

東 山 地 区 3,073 3,073 0.0% コロナ禍で中止

鶴 舞 地 区 1,251 1,251 0.0% コロナ禍で中止

大 幸 地 区 他 91 91 0.0% コロナ禍で中止

小 計 4,415 0 4,415 0.0% 0 0

人 間 ド ッ ク 受 検 者 791

令和３年度 職員がん検診

検 査 名 対象者数 受検者数 未受検者数 受検率 要精検 要観察 備 考

胃 の 検 査 355 355 0 100.0% 12 0

乳がん検査 （マンモグラフィ） 238 238 0 100.0% 23 0

便 潜 血 反 応 検 査 0 コロナ禍で中止
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職員特殊健康診断実施要項

検 査 項 目 実 施 時 期 （月）

血 液 検 査（ＲＩ従事者） ７・12（５・10）

血 液 検 査（有害業務従事者） ７・12

皮 膚 検 査（ＲＩ従事者） ７・12（５・10）

皮 膚 検 査（有害業務従事者） ７・12

眼 の 検 査（ＲＩ従事者） ７・12（５・10）

眼 の 検 査（有害業務従事者） ７・12

口 腔 検 査 ７・12

血 圧 検 査 ７・12

尿 検 査 ７・12

胸部X線直接撮影検査 ７・１

聴力及び平衡機能等検査 ６・11

整形外科系検査（上肢・肩・背部等） ３

心肺機能検査 ６・11

（ ）書きは学生検査日受診可能

令和３年度 職員特殊健康診断実施結果（特定有害業務：ＲＩを除く）

検 査 項 目 回数 対象者数 受検者数 受 検 率 備 考

心 肺 機 能 検 査
1 30 15 50.0%

2 32 15 46.9%

耳 鼻 科 系 検 査
1 47 24 51.1%

2 49 26 53.1%

眼 の 検 査
1 29 10 34.5%

2 28 13 46.4%

口 く う 検 査
1 476 293 61.6%

2 481 273 56.8%

皮 膚 検 査
1 505 306 60.6%

2 508 293 57.7%

血 液 検 査

尿 検 査

1
一般（特定）検査に含まれる

2

胸 部 X 線 撮 影
1 109 88 80.7%

2 55 42 76.4%

整 形 外 科 系 検 査 1 1,335 1,105 82.8%

２）特殊健康診断

本健診の実施計画およびその結果を表に示した。（表５、表６）
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（３）保健指導

事業主健診（一般定期健康診断）のデータを各健康保険組合等（常勤職員は文部科学省共済組合、非

常勤職員は協会けんぽ愛知支部）の委託先に提供し、40歳以上で特定保健指導の対象者（いわゆるメタ

ボ）には、委託先から特定保健指導利用券が郵送されている。

保健管理室では、今年度から新たに、35歳の職員の中でメタボ予備軍に該当した方々に対して、健康

管理に関するアンケートとともに保健指導の案内を送付した。希望者に対して、保健師が、１人20分程

の時間をかけて体組成の測定、食事指導、ライフレコーダのデータをもとにした運動指導などを行った。

（４）ストレスチェック

昨年度より職員に対し、ＷＥＢにてストレスチェックを実施した。（一部職員は産業医の下、実施）

対象は、常勤職員、非常勤職員（契約職員、パートタイム勤務職員【週勤務時間数20時間以上�）面接実

施者の面談は、本学の産業医（内科、精神科医）にて実施した。
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令和３年度 職員特殊健康診断実施結果（放射線（��）業務）

検査項目 回数 対象者数 省略者数 受検者数 備 考

血 液 検 査
1 1,734 1,578 138

2 1,784 1,728 37

皮 膚 検 査
1 1,734 1,561 125

2 1,784 1,639 81

眼 の 検 査
1 1,734 1,562 122

2 1,784 1,634 79

令和３年度 職員保健指導対象者状況

項 目 １回目 ２回目

保健指導

区 分

積極的支援 159 32

動機付け支援 236 35

支援なし（治療中など） 2,247 200

判定不能（ドック予定者・項目不足） 80 23

対 象 外（40歳未満） 190 12

保健指導

区 分

（35歳）

積極的支援 30 1

動機付け支援 20 1

支援なし（治療中など） 134 0

実施数（35～39歳：５年間の経過観察総数） 9

令和３年度 ストレスチェック実施状況

対象者 受検者 未受検 高ストレス者 面接実施者 受診率

東 山 3,885 1,391 2,494 170 17 35.8%

鶴 舞 3,188 1,390 1,798 138 19 43.6%

大 幸 88 34 54 8 0 38.6%

合計 7,161 2,815 4,346 316 36 39.3%



表 ５
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表 ５
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6－3　放射線を取り扱う職員の特殊健康診断実施要領

実施方法

1　 新規従事者 ・初めて放射線業務を行う者をいう。

・従事前の健康診断については，全項目（問診（放射線業務従事者特殊健康診断問診票（以下

「問診票」という）），血液検査，皮膚検査，白内障に関する眼の検査）の健康診断を実施する。

その後の健康診断は，継続従事者に準じて実施する。

2　 継続従事者 ・継続して放射線業務を行う者をいう。

放射線業務あるいは従事者登録に期間のブランクがある者（過去にRIを取り扱ったが，海外

渡航，病気等により放射線業務に中断期間がある者等）も含む。

・健康診断の実施については，各部局の衛生管理担当者から配付された「問診票」により，次

のとおり実施する。

①前年度の実効線量が，5ミリシーベルトを超えた従事者，又は，当該年度（RI特殊健康診断

を行おうとする日の属する年度）の実効線量が，5ミリシーベルトを超えるおそれがある従事

者に対して，各検査実施時に受検させる。ただし，保健管理室長が各検査実施時に受検を必要

でないと認めるときは，省略できる。

②前年度の実効線量が，5ミリシーベルトを超えず，かつ，当該年度（RI特殊健康診断を行お

うとする日の属する年度）の実効線量が，5ミリシーベルトを超えるおそれのない従事者に対

して，各検査実施時の受検を省略することとする。ただし，前記にかかわらず保健管理室長が

各検査実施時に受検を必要と認めるときは，受検する。

注意

　全職員対象の一般健康診断（定期）に関しては省略できないため，必ず年1回受診する。

　また，特定業務従事者の健康診断についても年2回受診する。〔実施時期は一般健康診断（定期）と同時期〕

　検査省略判定を受けた者に対しては，血液・皮膚・眼の検査の通知はしない。検査を希望する者は，実施時

期に申し出ること。

参考
電離放射線障害防止規則
第56条　事業者は，放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し，雇入れ又は当
該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回，定期に，次の項目について医師による健康診断
を行わなければならない。
一　被ばく歴の有無の調査及びその評価
二　白血球数及び白血球百分率の検査
三　赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四　白内障に関する眼の検査
五　皮膚の検査

2　 （略）
3　 第1項の健康診断のうち，定期に行わなければならないものについては，医師が必要でないと認め
るときは，同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
4　 第1項の規定にかかわらず，同項の健康診断を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実
効線量が5ミリシーベルトを超えず，かつ，当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける
実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については，同項第二号
から第五号までに掲げる項目は，医師が必要と認めないときには，行うことを要しない。
5　（略）
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健康診断の流れ【職員】
1 初めて放射線業務を行う予定の者，放射線業務に従事している者は，3月上旬に調査される特定有害業務等

従事状況届出票（別紙）の放射線業務欄（電離10～23）に記入しておく。

管理部人事労務課は，特定有害業務等従事状況届出票により放射線業務従事者に対して，「問診票」を各部

局の衛生管理担当者を通して配付する。【4月下旬～5月初旬】【10月上旬～10月中旬】

2 放射線業務従事者は，配付された「問診票」に記入の上，各部局の衛生管理担当者へ送付する。各部局の担

当者は，「問診票」に放射線取扱主任者による被ばく歴評価（押印）後，管理部人事労務課へ報告する。（た

だし，初めて放射線業務に従事する新規従事者は放射線取扱主任者の確認を必要としない。）

【5月中旬】【10月中旬】

3 各部局の衛生管理担当者は，記載事項を確認のうえ「問診票」を管理部人事労務課まで送付する。

【5月中旬】【10月下旬】

4 管理部人事労務課は「問診票」の判定を保健管理室長に依頼し，その判定結果を各部局の衛生管理担当者に

通知し，同「問診票」を，各部局の衛生管理担当者又はRI管理室が保管するとともに，衛生管理担当者は 

「問診票」の（写）を本人に送付する。【6月】【11月】

5 健康診断実施通知書を配付する。【6月中旬】【11月中旬】

6 検査（血液，皮膚，眼，定期健康診断）の実施【6月下旬～7月初旬】【12月初旬～12月中旬】

注意

　初めて放射線業務を行う者は，上の流れで健康診断を受けるのが本来であるが，下の場合等急ぎ健康診断を受

ける必要がある場合は，「放射線を取り扱う学生の特殊健康診断」実施時に受診が可能である。

・ 5，7月のアイソトープ総合センター主催RI講習受講等で，上の流れでは間に合わない場合

・ 年度途中に健康診断の受診が必要となった場合

ただし，受診の際は職員専用の問診票が必要となる。所属する部局の人事担当係で指定の問診票を受け取り持

参すること。
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健康診断の手続きの流れ【職員】

放 射 線 業 務 継 続 従 事 者 放 射 線 業 務 新 規 従 事 者

「特定有害業務等従事状況届出票」
により今年度の従事状況の確認

「特定有害業務等従事状況届出票」
により放射線業務従事者の登録

「放射線業務従事者特殊健康診断問診票」に記入

放射線取扱主任者による被ばく歴評価

「放射線業務従事者特殊健康診断問診票」の提出

前年度の実効線量が，5ミリシー
ベルトを超えず，かつ，当該年度
の実効線量が，5ミリシーベルト
を超えるおそれがない従事者

前年度の実効線量が，5ミリシー
ベルトを超えた従事者，又は，当
該年度の実効線量が，5ミリシー 
ベルトを超えるおそれがある従事者

新規従事者

※ 「等価線量」は
下記参照

判　　定
（保健管理室長）

判　　定
（保健管理室長）

血液検査，皮膚検査，
眼の検査を省略する

（定期健康診断は省略できないため
受診すること）

血液検査，皮膚検査，白内障に関する眼の検査及び一般定期健康診断をそれぞれの検査実施時に受検する。

【等価線量】
健康診断省略閾値（しきいち）の目安

眼の水晶体 皮膚 妊娠中の女子腹部

10mSv/ 年 250mSv/ 年 2mSv/ 妊娠中



表 ６
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４.健康相談と応急処置（学生・職員）

健康相談および応急処置は，身体，精神の２部門に分かれて実施している。精神部門の活動について

は，次の精神衛生業務で述べ，ここでは，身体健康相談およびその応急処置について記述する。

学生・職員別に，分野別・処置内容別に，月次推移で表に示した。また，東山キャンパスの保健管理

室・全学教育棟の保健室および鶴舞キャンパスの保健管理室分室で応急処置を含めた保健業務を行って

いる。大幸キャンパスの保健管理室大幸分室では応急処置を行っている。
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健康相談担当医日割表

月 火 水 木 金

午 前 小 池 晃 彦 石 黒 洋 山 本 明 子 石 黒 洋 坂 野 僚 一

午 後 小 池 晃 彦 石 黒 洋 山 本 明 子 坂 野 僚 一 坂 野 僚 一

保健管理室分室（鶴舞）：適宜対応



〔学生，月別〕令和３年度 保健管理室利用件数表

月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

健
康

相
談

内 科 1 7 4 2 5 2 3 2 5 1 3 0 35
外 科 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
整 形 外 科 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
皮 膚 科 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 6
眼 科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
耳 鼻 科 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
婦 人 科 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
脳 神 経 外 科 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
歯 科 ・ 口 腔 外 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泌 尿 器 科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3

計 1 8 5 3 6 2 5 4 15 4 5 1 59
与 薬 25 23 16 22 18 15 24 16 21 21 16 22 239
医 療 機 関 へ の 紹 介 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 6
診 断 書 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4

検
査

血 液 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
尿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

心 電 図 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

� － � 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
血 圧 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
体 重 ・ 体 脂 肪 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
視 力 ・ 色 覚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聴力（オージオメーター） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5

処
置

創 傷 処 置 2 7 6 2 1 0 5 6 1 2 1 3 36
湿 布 0 3 1 4 0 0 4 5 2 1 0 0 20
そ の 他 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

計 2 11 8 6 1 0 9 11 3 3 1 3 58
窓 口 相 談 208 179 68 53 56 40 30 17 12 288 86 68 1,105
メ ー ル 相 談 319 574 246 107 378 131 69 71 1011,280 436 287 3,999
休 養 室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実 験 用 採 血 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定 期 外 健 康 診 断 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
留 学 生 利 用 数 46 74 35 24 69 25 29 47 65 184 46 31 675

〔学生，月別〕令和３年度 保健室（全学教育棟）利用件数表

月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

窓
口

相
談

身 体 的 相 談（内 科） 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
身 体 的 相 談（外 科） 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
身 体 的 相 談（その他） 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
メ ン タ ル 的 相 談 2 3 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 15

計 5 3 5 5 0 0 0 1 4 0 0 0 23

検
査

血 圧 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
身 長 ・ 体 重 ・ 体 組 成 0 58 21 36 0 0 45 14 27 0 0 0 201
視 力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

計 0 61 25 36 0 0 45 14 27 0 0 0 208

処
置

創 傷 処 置 10 2 8 1 0 0 0 2 2 0 0 0 25
湿 布 2 2 0 6 0 0 0 1 2 0 0 0 13
そ の 他 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7

計 13 5 10 7 0 0 3 3 4 0 0 0 45
休 養 3 4 9 3 0 0 2 5 3 0 1 0 30病

場 正 課 中 0 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11
課 外 活 動 中 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

留 学 生 利 用 数 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
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〔職員，月別〕令和３年度 保健管理室利用件数表

月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

健
康

相
談

内 科 0 0 5 4 2 3 1 3 7 2 1 2 30
外 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
整 形 外 科 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
皮 膚 科 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
眼 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳 鼻 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
婦 人 科 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
脳 神 経 外 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯 科 ・ 口 腔 外 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泌 尿 器 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 6 4 4 4 1 4 7 2 3 3 38
与 薬 13 8 3 5 2 4 2 2 4 0 4 7 54
医 療 機 関 へ の 紹 介 0 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 9
診 断 書 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
採 用 時 健 康 診 断 書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検
査

血 液 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
尿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

心 電 図 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

� － � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血 圧 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
体 重 ・ 体 脂 肪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
視 力 ・ 色 覚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聴力（オージオメーター） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5

処
置

創 傷 処 置 0 2 0 3 2 1 3 0 0 1 4 1 17
湿 布 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
そ の 他 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

計 0 2 0 4 2 1 3 1 0 2 4 1 20
窓 口 相 談 17 34 38 33 56 24 23 16 9 168 43 20 481
メ ー ル 相 談 80 310 184 76 324 147 49 30 31 756 396 56 2,439
休 養 室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
安 全 衛 生 関 連 の 指 導 14 8 21 16 5 16 12 7 11 3 1 9 123
定 期 外 健 康 診 断 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

〔職員，月別〕令和３年度 保健室（全学教育棟）利用件数表

月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

窓
口

相
談

身 体 的 相 談（内 科） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
身 体 的 相 談（外 科） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
身 体 的 相 談（その他） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メ ン タ ル 的 相 談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検
査

血 圧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
身 長 ・ 体 重 ・ 体 組 成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
視 力 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

計 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

処
置

創 傷 処 置 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
湿 布 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

計 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
休 養 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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〔学生，月別〕令和３年度 保健管理室鶴舞分室・保健管理室大幸分室利用件数表

月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

健
康

相
談

内 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整 形 外 科 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
そ の 他 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

計 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
医 療 機 関 へ の 紹 介 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
診 断 書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検
査

血 圧 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
身 長 ・ 体 重 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

処
置

創 傷 処 置 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
湿 布 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

計 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
窓 口 相 談 0 11 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14
休 養 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
分室利用（採血、ワクチン等） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
留 学 生 利 用 数 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
大 幸 地 区 利 用 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 7

〔職員，月別〕令和３年度 保健管理室鶴舞分室・保健管理室大幸分室利用件数表

月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

健
康

相
談

内 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整 形 外 科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
医 療 機 関 へ の 紹 介 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
診 断 書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

検
査

血 圧 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
身 長 ・ 体 重 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

計 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3

処
置

創 傷 処 置 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
湿 布 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5
そ の 他 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

計 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 8
窓 口 相 談 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
休 養 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 7
分 室 利 用 11 14 14 5 1 1 1 0 0 0 0 0 47
大 幸 地 区 利 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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５.精神健康（メンタルヘルス）相談業務

メンタルヘルス相談としては、大きくわけて、学生と職員に対するものがある。学生については、最

近留学生の増加とともに相談も増えている。また家族や指導教員による学生に関する相談も多くなって

いる。職員については、非常勤職員の相談が増えてきているが、これは身分の不安定さのためであると

思われる。

来談者数、延面接回数は表の通りである。大学院生と教職員の相談が最近増加傾向にあることも注目

すべきである。都合がつかず他の機関を紹介した例も多数ある。家族や指導教員による学生に関する相

談も多くなってきている。精神科医３名である。それに加えて、国際教育センターの精神科医が留学生

や外国人教員の治療を一部と、学生相談部門として精神医１名追加し保健室横に相談室を構え、保健管

理室と連携しながら当室での面談対応もしている。

近年の傾向としては、引きこもりのケースが増えている。本人かもしくは家族が受診している引きこ

もりは、70ケースほどあるが、未受診のものも含めると全学生で200名ほどの引きこもりがいると推定

される。対応しない場合、ほとんどがそのまま退学となってしまう。

もう一つ重要な問題は自殺である。学生と職員を合わせて年間に３名ほどの自殺者が出ている。一名

の自殺に対して300名の予備軍がいると言われている。自殺防止のセミナーや啓蒙活動を行っている。

精神科産業医としての業務について述べておく。精神科に関連した疾患で長期に休職している職員が

常時20名ほどいるので、定期的に休職の状況をフォローし、的確な治療をアレンジしている。復職に対

しては、細やかにフォローすることで復職がスムーズに行えるよう対応している。

また、産業医の業務として、名古屋大学ハラスメントセンターからのリファーの仕事がある。それは、

ハラスメントによってうつ病など精神科的な被害に被っている職員の診察を行い、職場に対して人事的

なアドバイスを行うことでハラスメント状況の改善に寄与している。あるいは、逆に不本意ながらハラ

スメントで訴えられた教職員の心理的ストレスは非常なものであり、そういうケースに対しても心理的

サポートを行っている。

現在、職員に関して週に一回臨床心理士の応援も得て相談業務を行っている。

―41―



令和３年度 新患内訳

統
合
失
調
症

妄
想
性
障
害

急
性
精
神
病

双
極
性
感
情
障
害

抑
う
つ
状
態

そ
の
他

の
気

分
障

害

対
人
恐
怖
症

そ
の
他
の
恐
怖
症

不
安
神
経
症

強
迫
性
神
経
症

適
応

障
害

解
離

障
害

心
気

症

離
人
神
経
症

摂
食

障
害

睡
眠

障
害

人
格

障
害

ア
パ
シ
ー
症
候
群

広
汎
性
発
達
障
害

多
動
性
障
害

そ
の

他

計

１ 年 1 2 1 1 1 1 1 1 9

２ 年 2 2 1 1 6 12

３ 年 1 1 1 1 1 1 2 10 18

４ 年 3 3 1 1 3 6 17

６ 年 1 1

大学院前期 6 6 3 4 1 1 9 30

大学院後期 1 2 1 1 1 2 8

法大院 1 1 2

その他 6 1 2 1 82 92

総 計
2 0 0 3 22 0 1 0 3 4 10 0 7 0 0 8 0 6 3 2 118 189

2 0 0 3 16 0 1 0 3 4 9 0 5 0 0 8 0 5 3 2 36 97

※「その他」は職員、研究生・研究員・科目履修生・卒業生・法科大学院・学年が不明な者を含む

※「大学院」は大学院留学生・Ｍ・Ｄ・ＯＤ・ＰＤを含む

※「計」の中で職員を含む項目においては下段に学生数のみの人数を示してある。

令和３年度 受診者総数（学部別）

文 教育 法 経済 情報 理 医 工 農
独 立
研究科

その他 計

14 7 11 11 15 29 17 37 10 13 178 342

※独立研究科は、国際開発研究科・環境学研究科・多元数理科学研究科・情報科学研究科・創薬化学研究科・

法科大学院を含む

※「その他」は職員を含む

令和３年度 月別受診者数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 延べ計 実人数

130 142 120 128 118 116 129 128 129 112 98 110 1,460 392

93 104 86 90 83 69 90 91 98 87 78 87 1,056 243

※「計」の中で下段に学生数のみの人数を示してある。

令和３年度 月別面接回数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

220 199 162 180 149 146 194 207 197 146 138 163 2,101

146 142 113 122 107 85 137 150 145 112 105 131 1,495

※「計」の中で下段に学生数のみの人数を示してある。
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６.運動実施の為のメディカルチェック

大学公認課外活動で試合出場等に診断書が必要な場合，メディカルチェックを行い，発行している。

チェックの項目としては，必要に応じ，問診，血圧，脈拍，および心電図など行っている。

またライフル射撃部については，精神科医が申請のため予約診察を実施している。

メディカルチェックは定期健康診断の結果を参考としているため，定期健康診断未受診者には行って

いない。

７.感染症検査

入学時（学部１年生）に感染症に関する既往および予防接種歴の調査を行っている。

特に医学部（医学科および保健学科）１年生を対象に感染症（麻疹・風疹・水痘・ムンプス）のワク

チン接種の確認をしている。

医学部医学科生の病院実習前に，Ｂ型肝炎ワクチンの接種および接種前後に抗原・抗体・肝機能検査

を実施している。
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事 業 場 産 業 医

東 山 地 区 総合保健体育科学センター

教 授 石 黒 洋

特任教授 小 川 豊 昭

教 授 小 池 晃 彦

教 授 山 本 明 子

准 教 授 坂 野 僚 一

准 教 授 古 橋 忠 晃

鶴 舞 地 区 医学系研究科

医 学 部 教 授 岩 井 建 志

鶴 舞 地 区 総合診療科

病 院 講 師 佐 藤 寿 一

非常勤産業医 岡 田 暁 宜

大 幸 地 区 保健学科

教 授 永 田 浩 三

８.令和３年度産業医名簿
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保 健 体 育 の 事 業





１.「健康への道」の発行

教戦員・学生の健康やスポーツ活動に対する理解と関心を高め、運動施設の利用の促進や便宜をはか

る目的で年間３回発行されている。令和３年度は、137号、138号、139号を発行した。主な記事の表題、

担当執筆者は以下の通りである。
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発 行 日 主 な 記 事 執 筆 者

137 2021.7.21

新型コロナウイルス感染症とワクチン

スポーツ大会継続への思い：オリンピック開幕を前にして

コロナ禍（第1波）での糖尿病の人々の生活の工夫

石 黒 洋

蛭 田 秀 一

若 園 尚 美

138 2020.11.18

新型コロナウイルス感染症の後遺症

スポーツにおけるプレッシャーの乗り越え方

大学における蔵書家の運命

山 本 明 子

竹 之 内 隆 志

古 橋 忠 晃

139 2021.3.21

トレーニングの温故知新

めまい（メニエール病）

超加工食品の摂り過ぎに注意

片 山 敬 章

長 島 渉

坂 野 僚 一



令和２（2020）年度 スポーツ公開講座、講習会および施設開放実施状況

学内向け

名 称 対 象
募集
人数

受講
人数

担当責任者 回数 実 施 時 期 場 所

室内プール夜間開 学生

院生

教戦員

佐 々 木 康 ０回 例年、授業期間に行っ

ていたがコロナ禍の影

響で実施せず。

屋内プール

夏期休業中

室内プール開放

学生

院生

教戦員

佐 々 木 康 ０回 例年、夏季休業中に行っ

ていたがコロナ禍の影

響で実施せず。

屋内プール

テニスコート開放 学生

院生

教戦員

佐 々 木 康 ０回 例年、授業期間に行っ

ていたがコロナ禍の影

響で実施せず。

テニスコート

運動プログラム 教戦員 田 中 憲 子 ０回 コロナ禍の影響で実施

せず。

第５体育館

新体育館トレー

ニングルーム

身体運動相談 学生 1 横 山 慶 子 ９回 不定期 トレーニングルー

ムなど

トレーニングルーム

利用安全講習会

体育会

９クラブ

水 野 貴 正 ０回 例年、５～６月に行っ

ていたがコロナ禍の影

響で実施せず。

トレーニングルー

ム

熱中症予防講習 体育会

クラブ

１年生

水 野 貴 正 ０回 例年、６月に行ってい

たがコロナ禍の影響で

実施せず。

救急救命講習会 体育会

51クラブ

水 野 貴 正 ０回 例年、12月に行ってい

たがコロナ禍の影響で

実施せず。

第５体育館

体力診断 教職員

院生

石 田 浩 司 ０回 コロナ禍の影響で実施

せず。

新体育館トレー

ニングルーム

２.総合保健体育科学センター主管の行事
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「健康・スポーツ科学」の授業





「健康・スポーツ科学」の授業について

１．ねらいと授業科目

名古屋大学はその学術憲章のなかで，国内外に関わらず人的交流を支える文化理解、人間性の尊重を

共有する構成員の育成をねらいとすることを謳っている。卒業後の社会で自ら行動力を以ってリーダー

シップを発揮することが求められる名古屋大学の学生にとって、その基盤となる体力と良好な健康状態

を生涯にわたり維持することは極めて重要である。

このような状況を鑑み、旧来の基本主題科目「生涯健康とスポーツ」は、平成15年度より全学基礎科

目「健康・スポーツ科学」へと名称及び内容が改められ、以下の知識・能力を身につけた人材の育成を

ねらいとしている。

１）健康・体力の維持増進に必要な正しい知識

２）運動・スポーツの健康・体力の維持増進に対する有効性の理解と、その生涯にわたる実践能力

３）運動・スポーツの実践によって生活を充実させる方法の体得

４）運動・スポーツの実践を通じて、人間関係を構築する基礎となるコミュニケーション、スキルの

体得

５）社会環境の変化やストレスに対して柔軟かつ主体的に行動できる能力

２．授業形態

「健康・スポーツ科学」は主に健康や運動に関する知識の修得を目的とする「講義」と、実践に関す

る知識や行動能力を身につけるための「実習」で構成される。「講義」と「実習」は互いに独立したも

のではなく、上記の教育目標を達成するために互いに密接な関係を持つ授業内容となっており、理論と

実践の有機的な結合が図られている。

［授業内容］

１）健康と運動・スポーツに関する最先端の科学的知識の修得（講義）

２）生涯にわたる運動習慣を身につけさせるための基礎的能力である体力、運動能力、スキルなどの

育成（実習）

３）スポーツにおいて自らが主体的、積極的に身体運動に取り組むことによって、科学的知識と論理

的思考に基づいた知的な身体運動能力や実践的問題解決行動能力の育成（講義・実習）

４）スポーツを通して、チーム・組織における人間関係づくりの基礎を修得（講義・実習）

平成15年度より、これまでの基本主題科目「生涯健康とスポーツ」における「講義及び実習」と「実

技」が全学基礎科目「健康・スポーツ科学」における「講義」と「実習」に改められ、講義は２単位、

実習は１単位となった。取得すべき単位については法学部、工学部および情報学部を除く全ての学部で

講義２単位、実習２単位の ４単位が必修である。法学部は で卒業単位となり、工学部と情報学部は

「講義」または「実習」のいずれかで２単位が必修である。
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３．「講義」について

１）時間割編成

平成15年度より各学部ともⅠ期に開講している。学生の授業科目の選択は学生が事前登録を行い、

それをもとに電算機上で振り分けた。平成23年度から、10月入学のG30（国際プログラム群）新入

生を対象に、秋学期（10月～翌３月）に英語使用の講義授業１コマを開講し、令和元年度まで継続

していたが、令和２～３年（2020～2021）度はコロナ禍の影響ですべてオンライン講義として１コ

マ開講した。

２）開講コマ数

令和３年（2021）の「健康・スポーツ科学」の講義は、専任教員（13名）、非常勤講師（３名）

が担当し、１年間に20コマ開講した（G30分を含む）。

３）ティーチング・アシスタントについて

令和３年度は、ティーチング・アシスタントを２コマに１名を採用した。またG30分について

は別枠で１名をつけた。

４．「実習」について

１）時間割編成

令和３年度は、新型コロナの感染症対策を徹底したうえで、表１と表２の時間割のように各学部

ともⅠ期とⅡ期に実習を開講した。開講オビ数は前期９、後期８となり、コマ数は前期55（G30分

１コマ含む）、後期56（G30との合同授業１コマ及び集中開講のスキー５コマを含む）の予定であっ

たが、新型コロナ感染拡大のため、スキーは開講されなかった。

２）開講コマ数

令和３年度は専任教員（10名）、非常勤講師（17名）が担当し、１年間に116コマ（G30関係２コ

マ分およびスキー５コマ分を含む）の開講数であった。

３）開講科目

健康・スポーツ科学実習は、テニス、サッカー、ソフトボール、卓球、バスケットボール、バレー

ボール、バドミントン、ラケットスポーツ、スキー、フィットネス、スイミング（フィットネスの

授業で実施）、太極拳、エアロビクス、アルティメットの14種目を開講した（スキーは実施せず）。

以上に加えてアダプテッド・スポーツが開講され、合計15種目が開講された。

各種目の授業内容はシラバスに詳しく述べられているが、ここでは本学の特色である集中講義に

よる学外の授業科目（スキー）、さらに健康運動のための授業科目（フィットネス・エアロビクス

等）、アダプテッド・スポーツの授業内容についてふれる。

・学外で実施する東海国立機構の連携授業科目

スキーなどの野外スポーツは、生涯にわたるスポーツ活動をする上で、近年大きな比重を占め

るようになっている。本学では、スキーの体験や基礎技術の修得を通じて生涯スポーツヘの理解

と実践力を高め、自らの健康・体力づくりへの動機を促している。スキーは例年同様受講生に人

気があり、また令和２年度からは東海国立機構の連携授業として岐阜大学との共同開催の予定で
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あった。コロナ禍で実現されていないが、今後は実現できる連携授業と考える。

・健康運動のための授業科目

この科目は、受講者の体カレベルに応じた効果的なプログラムの実施と、さらに受講者自らが

プログラムを立てる能力を養成することが目的である。「フィットネス」、「スイミング」、「太極

拳」、「エアロビクス」が開講されている。「スイミング」は学内温水プールを利用するため年間

を通じて開講が可能である。

・アダプテッド・スポーツ

外傷や疾病により通常の実習の履修が因難な学生を対象に「アダプテッド・スポーツ」を開講

している。保健科学部教員（医師）と体育科学部教員が協力し、個々の症状に応じたトレーニン

グや軽いスポーツを設定し、積極的で充実した学生生活を送るためのバックアップを行っている。

４）ティーチング・アシスタシトの活用

令和３年度は前期３コマに１名ずつ、後期１コマに１名、さらにスキーに４名のティーチング・

アシスタシトの採用を予定した。実際は、スキーは実施しなかったので、後期一般種目に４名を振

り替えた。これとは別に、G30関係授業（前期１コマ、後期１コマ）に各１名の採用を予定した。

これらのティーチング・アシスタントは、授業の準備にとどまらず、実際の指導においても有意義

な教育効果をもたらすと考える。授業内容によっては、今後さらに多くのティーチング・アシスタ

シトを活用する方向で検討すべきである。

５．「講義」および「実習」の非常勤講師（五十音順）

飯 田 祥 明 （南山大学）

稲 葉 泰 嗣 （中京大学）

内 田 博 昭 （株式会社ファミリ）

桶 野 留 美 （自宅研修）

加 藤 貴 英 （豊田工業高等専門学校）

小 林 洋 平 （名城大学非常勤講師）

柴 田 優 子 （愛知大学非常勤講師）

水 藤 弘 吏 （愛知学院大学）

髙 津 浩 彰 （豊田工業高等専門学校）

建 部 貴 弘 （愛知産業大学）

張 成 忠 （有限会社桜華）

湯 海 鵬 （愛知県立大学）

野 中 壽 子 （名古屋市立大学）

樊 孟 （中京大学研究員）

藤 木 理 代 （名古屋学芸大学）

山 本 真 史 （日本福祉大学）

吉 子 彰 人 （中京大学）

吉 澤 洋 二 （名古屋経済大学）
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レ

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

秋
間

新
ト
レ

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

・
高
津

新
ア
リ

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

田
中

秋
間

・
水
藤

第
一

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

片
山

新
ア
リ

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

秋
間（
G
30
）
陸

上
サ
ッ
カ
ー（
G
30
）

・
飯
田

田
中

・
小
林

陸
上

サ
ッ
カ
ー

・
柴
田

テ
ニ
ス

テ
ニ
ス

竹
之
内
／
小
池

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

横
山

蛭
田
／
山
本（
明
）

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

・
加
藤

野
球
場

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

・
吉
子

第
一

バ
ス
ケ
ッ
ト

田
中
／
山
本（
明
）

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

４
限

実
習
４
工（
化
生
・
電
情
・
土
建
）片
山

実
習
２
工（

物
工
・
エ
ネ
）

佐
々
木

（ガ
イダ
ンス
蛭田
）

14
：
45

｜

16
：
15

石
田

新
ア
リ

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

・
柴
田

テ
ニ
ス

テ
ニ
ス

佐
々
木

第
一

バ
ス
ケ
ッ
ト

・
吉
子

第
一

バ
ス
ケ
ッ
ト

片
山

陸
上

ア
ル
テ
ィ
メ
ッ
ト

佐
々
木
／
坂
野

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

・
建
部

第
二

卓
球

田
中
／
山
本（
明
）

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド



20
21
年
度

「
健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
」
時
間
割
（
後
期
・
秋
学
期
）

曜
日

月
火

水
木

金

―51―

１
限

担
当
教
員

実
習
場
所

実
習
種
目

実
習
５
経

竹
之
内

８
：
45

｜

10
：
15

蛭
田

第
二

卓
球

竹
之
内

新
ア
リ

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

石
田

第
一

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

・
柴
田

テ
ニ
ス

テ
ニ
ス

秋
間

新
ト
レ

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

横
山
／
小
池

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

２
限

実
習
７
医（
医
）・
農

山
本

実
習
６
文
・
情

蛭
田

講
義
１
G
30

10
：
30

｜

12
：
00

山
本

第
二

卓
球

蛭
田

第
二

卓
球

小
池
、
酒
井（
G
30
）

石
田

第
一

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

佐
々
木

陸
上

サ
ッ
カ
ー

・
内
田

新
ア
リ

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

・
桶
野

新
ト
レ

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

・
柴
田

テ
ニ
ス

テ
ニ
ス

片
山

新
ア
リ

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

・
張

第
四

太
極
拳

・
樊

第
四

太
極
拳

・
山
本（
真
）
陸

上
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

・
稲
葉

第
一

バ
ス
ケ
ッ
ト

・
飯
田

新
ト
レ

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

山
本
／
小
池

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

片
山
／
坂
野

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

３
限

実
習
７
理

石
田

（ガ
イダ
ンス
片山
）
実
習
５
教
・
法

竹
之
内

（ガ
イダ
ンス
佐々
木）
実
習
４
工（

化
生
・
物
工
・
電
情
・
エ
ネ
・
土
建
）

横
山
実
習
５
医（
保
）

田
中

13
：
00

｜

14
：
30

山
本

第
二

卓
球

蛭
田

第
二

卓
球

・
桶
野

新
ト
レ

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

山
本

テ
ニ
ス

ラ
ケ
ッ
ト

石
田

テ
ニ
ス

テ
ニ
ス

佐
々
木

第
一

バ
ス
ケ
ッ
ト

山
本
・
横
山

新
ア
リ
・
第
一
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

竹
之
内

新
ア
リ

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

佐
々
木

第
一

バ
ス
ケ
ッ
ト

竹
之
内

新
ア
リ

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

・
小
林

陸
上

サ
ッ
カ
ー

田
中

陸
上

サ
ッ
カ
ー

・
内
田

新
ア
リ

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

秋
間

陸
上

サ
ッ
カ
ー

・
樊

第
四

太
極
拳

・
吉
澤

第
一

バ
ス
ケ
ッ
ト

・
張

第
四

太
極
拳

田
中

新
ト
レ

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

竹
之
内
／
山
本（
明
）

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

・
吉
子

新
ト
レ

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

・
山
本（
真
）
陸

上
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

横
山
／
石
黒

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

蛭
田
／
坂
野

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

・
飯
田

新
ト
レ

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

片
山
／
小
池

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

４
限

実
習
４

工（
マ
テ
・
機
航
）・
G
30
片
山
（ガ
イダ
ンス
石田
）

14
：
45

｜

16
：
15

片
山（
G
30
）
第

一
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
（
G3
0・
一
般
）

・
内
田

新
ア
リ

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

・
張

第
四

太
極
拳

・
建
部

第
二

卓
球

集
中
授
業
：
ス
キ
ー

石
田
／
山
本
（
明
）

ア
ダ
プ
テ
ッ
ド

秋
間

片
山

水
野

横
山

水
藤





庶 務 関 係 事 項





異動年月日 異動後の役職 氏 名 異動内容 異動前の役職 備 考

令和３年４月１日 事 務 室 長 浅 野 国 裕 異動 事 務 長 情報学研究科より

令和３年４月１日
特 任 教 授
（契約職員）

楠 正 隆 採用 特 任 教 授 寄附研究部門

令和３年４月１日 非常勤看護師 高 橋 彩 乃 採用

令和３年７月１日 事務補佐員 福 井 佐 和 採用 コロナ対応

令和３年10月１日 非常勤看護師 原 や す 子 採用

令和３年10月21日
非常勤研究員
（石黒研究室）

劉 力 賓 採用

令和３年11月１日 事務補佐員 松本 奈央子 採用 コロナ対応

令和４年３月31日
非常勤研究員
（石黒研究室）

劉 力 賓 退職

令和４年３月31日 事務補佐員 松本 奈央子 退職

１．人事異動（令和３年４月１日～令和４年３月31日）
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2021年度 各種委員会委員名簿（学内）
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委員会名等 任 期 保健科学部 体育科学部 備考

総合保健体育科学センター運営委員会 2021.4.1～2023.3.31 山本、小池 秋間、竹之内

情報公開・個人情報保護審査委員会 2020.4.1～2022.3.31 蛭田

男 女 共 同 参 画 推 進 専 門 委 員 会 2020.4.1～2022.3.31 田中

原 子 力 委 員 会 2021.4.1～2023.3.31 小池

安 全 保 障 委 員 会 2021.4.1～2023.3.31 小池

動 物 実 験 委 員 会 2021.4.1～2023.3.31 坂野

利益相反マネジメント専門委員会 2020.4.1～2022.3.31 蛭田

全 学 教 育 企 画 委 員 会 2021.4.1～2023.3.31 片山 教授

国 際 教 育 運 営 委 員 会 2020.4.1～2022.3.31 片山

教 養 教 育 院 統 括 会 議 2021.4.1～2023.3.31 片山

教 養 教 育 院 教 務 委 員 会 2021.4.1～2023.3.31 片山

教養教育院統括部基盤科学部門健康・

ス ポ ー ツ 科 学 部 会
2021.4.1～2023.3.31 山本、坂野

片山、石田、

横山

情報セキュリティ組織連絡協議会 2017.4.1～ 横山

情報メディア教育システム運営協議会 2020.4.1～2022.3.31 山本

図書館委員会（旧 図書館商議員会） 2021.4.1～2023.3.31 古橋

高 等 研 究 院 会 議 2020.4.1～2022.3.31 田中

東山キャンパス関係部局倫理審査委員会 2020.11.1～2022.3.31 秋間、石田

全学人事プロセス委員会学術委員 2021.4.1～2022.3.31 石黒

組 換 え Ｄ Ｎ Ａ 実 験 安 全 委 員 会 2021.4.1～2023.3.31 坂野
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職指定委員会（センター長）

委員会名等 任 期 保健科学部 体育科学部 備考

教 育 研 究 評 議 会 石黒 職指定

将 来 構 想 分 科 会 石黒 職指定

教 育 分 科 会 石黒 職指定

国 際 戦 略 分 科 会 石黒 職指定

執 行 会 議 石黒 職指定

教 育 研 究 評 議 会 総 務 分 科 会 石黒

職指定委員会（保健管理室長）

委員会名等 任 期 保健科学部 体育科学部 備考

総合保健体育科学センター運営委員会 2021.4.1～2023.3.31 山本 職指定

環 境 安 全 衛 生 推 進 本 部 会 議 山本 職指定

東 山 地 区 安 全 衛 生 委 員 会 山本 職指定

鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 対 策 委 員 会 山本 職指定

防 災 推 進 本 部 会 議 山本 職指定

ハラスメント相談センター運営委員会 山本 職指定

ハ ラ ス メ ン ト 防 止 対 策 委 員 会 山本 職指定

障 害 者 差 別 解 消 委 員 会 、

障害者障害者等配慮事項検討部会
山本 職指定

組 換 え Ｄ Ｎ Ａ 実 験 安 全 委 員 会 山本 職指定

バ イ オ セ ー フ テ ィ 委 員 会 2018.4.1～ 山本 職指定

排 水 管 理 責 任 者 (保 健 管 理 室 ) 2009.4.1～ 山本 職指定

排 水 管 理 責 任 者 (セ ン タ ー 本 館 ) 2009.4.1～ 山本 職指定

指定なし

委員会名等 任 期 保健科学部 体育科学部 備考

ハ ラ ス メ ン ト 相 談 セ ン タ ー 長 － 小池 総長の指名

個 人 情 報 保 護 管 理 者 2009.4.1～ ［主任］ ［主任］

ホ ー ム カ ミ ン グ デ イ 部 局 代 表 者 2021年度 竹之内

ハ ラ ス メ ン ト の 苦 情 に 関 す る

「 部 局 受 付 窓 口 担 当 員 」
2020.4.1～2022.3.31 千藤

学 童 保 育 所 検 討 委 員 会 委 員 2021.4.1～2023.3.31 山本

コ ン ソ ー シ ア ム 推 進 室 会 議 2020.4.1～2022.3.31 佐々木

学 生 支 援 本 部 運 営 委 員 会 2021.4.1～2023.3.31 坂野

学 生 支 援 本 部 兼 任 相 談 員 2021.4.1～2023.3.31 片山、横山

全 学 計 画 ・ 評 価 担 当 者 会 議 2021.4.1～2023.3.31 山本

ＩＲ本部会議ワーキンググループ

ア ソ シ エ イ ト メ ン バ ー（注）
2021.4.1～2023.3.31 小池

蔵 書 整 備 ア ド バ イ ザ ー（３年） 2020.4.1～2023.3.31 山本 蛭田、佐々木



2021年度 各種委員会委員名簿（保体センター内）

委 員 会 等 名 保 健 科 学 部 体 育 科 学 部 備 考

セ ン タ ー 長 石黒

副 セ ン タ ー 長 秋間

科 学 部 主 任 山本 秋間

教 務 委 員 会 山本、坂野 ◎片山、石田、横山

企 画 委 員 会（旧 予算委員会） ◎山本、小池 秋間、山本

編 集 委 員 会 ◎小池、坂野、長島 佐々木、竹之内、田中 紀要、コロキウム

広 報 委 員 会 小池、坂野、長島 ◎佐々木、竹之内、田中
健康への道、

年報、HP

図 書 委 員 会 ◎古橋、坂野 蛭田、佐々木

健康・スポーツ系研究審査委員会 坂野、古橋
◎石田、佐々木、蛭田

秋間、田中

動 物 実 験 委 員 会 ◎小池、坂野、山本 秋間、竹之内

診療所（保健管理室）事務連絡会 ◎山本、古橋

運 動 施 設 委 員 会 ◎秋間、山本、蛭田、田中

トレーニングルーム運営管理委員会 ◎石田、山本、水野、横山

男女共同参画推進検討委員会 山本 田中

安 全 衛 生 委 員 会 ◎山本 秋間

寄 附 研 究 部 門 運 営 委 員 会 石黒、楠、古橋 竹之内

組換えＤＮＡ実験安全委員会 ◎小池、山本、坂野

◎は，委員長を示す。

保 健 管 理 室 長 山本

国立大学法人保健管理施設等協議会 山本 保健のみ

全 国 大 学 体 育 連 合 山本 体育のみ

医学系研究科国際交流委員会 小池

医 学 系 研 究 科 教 育 委 員 会 山本

医学系研究科修士運営委員会

医学系研究科生命倫理委員会
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あ と が き

総合保健体育科学センターの2021年度（令和３年４月－令和４年３月）の保健管理 業務、センター

事業、「健康・スポーツ科学」の授業についてまとめた総合保健体育科学セ ンター年報第44号をお届け

します。

今年度（2021年度）も、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に始まり、新型コロナウイルス感

染症に終わった１年でした。2021年の４月にはアルファ株を中心とした第４波が始まり、夏にはデルタ

株を中心とする第５波へと引き続き、年末に一旦収まったかに見えた感染は、年を超えてすぐに非常に

感染力の強いオミクロン株のBA1とBA2を中心とする第６波へと移行していきました。 オミクロン

株の中でもBA2は非常に感染力が強く、マスクを着用していても袖すり合うような距離で15分以上の

会話をすると感染してしまいます。 また、マスクを着用していても狭い部屋の同一空間に感染者が会

話の多い状態で過ごしていたり（とりわけマスクを着用していても車に同乗している場合には、会食と

同じ程度の感染リスクがありました）、感染者が息が上がるような運動を行っているとその空間は汚染

され、陽性者との距離があっても同一空間にいる人を感染させてしまうといったような感染力の強さ

（エアロゾル感染）が目立ちました。 人と距離をとることも重要ですが、換気が非常に重要であるこ

とが再確認されました。

2021年度の保健管理室への新型コロナウイルス感染症を含む体調不良者からのメール相談件数は学生

3,999件、職員2,439件、それ以外の相談件数1,999件と合わせて、8,437件に及び前年度をはるかにしの

ぐ件数に及んでいます。

COVID-19感染症の流行を抑えるべく、学生および教職員等を対象とするCOVID-19感染症のワクチ

ン接種である大学拠点接種が１回目2021年４月18日～５月17日（12時～18時）、２回目７月12日～９月

９日まで名古屋大学豊田講堂で行われました（モデルナ社製ワクチン）。１回目２回目接種ともに、名

古屋大学、名城大学、中京大学、南山大学、名古屋工業大学、豊田工業高等専門学校の５大学１高専の

学生・教職員合わせて3,400人越えの接種となりました。保健管理室の内科医師も問診に微力ながら協

力させていただきました。コロナ患者の方々の診療対応でお忙しい中、小寺病院長、八木教授を中心と

する名大病院医療スタッフの皆様方、名古屋大学総務課を中心とした事務関係者の皆様、他に一緒に大

学拠点接種を行った大学の関係者の皆様、いろいろお世話になりました。

さて、COVID-19感染症に対するワクチンだけではなく、ワクチンで感染を防ぐことができる疾患に

ついては、できる限りワクチンを接種し、健康を維持するようにしていく必要があります。麻疹・風疹・

水痘・百日咳など大学内で流行する感染症はもちろんですが、将来に向けて今まで定期接種で接種し損

ねていたワクチン接種の勧奨をさらに強化したいと思います。

（2022年10月 保健管理室長 山本明子）
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